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平成22年12月１日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第８号）

○議案第６号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第８号 風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行条例の

一部を改正する条例について

○請願第43-2号 教育格差をなくしすべての子

どもにゆきとどいた教育を求

める請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・振り込め詐欺の現状について

・「第二次宮崎県教育振興基本計画」の策定状況

について

・県立高校生の就職状況等について

・第６５回国民体育大会（「ゆめ半島千葉国体」）

の結果について

・平成２２年度各事業の事業実績と上半期の予

算執行状況について

・一ツ瀬川県民ゴルフ場開業20周年記念コンペ

「ひとつせペアゴルフマッチ」について

・発電所親子探検ツアーについて

出席委員（７人）

委 員 長 満 行 潤 一

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 萩 原 耕 三

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 田 勝 則

委 員 長 友 安 弘

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

警 務 部 長 根 本 純 史

警務部参事官兼
長 友 重 德首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 横 山 登

刑 事 部 長 柄 本 重 敏

交 通 部 長 椎 葉 今朝邦

警 備 部 長 中 原 雅 男

警務部参事官兼
日 髙 昭 二会 計 課 長

警務部参事官兼
深 田 周 作警 務 課 長

生活安全部参事官兼
大 町 正 行生活安全企画課長

生活安全部参事官兼
中 園 雅 夫地 域 課 長

刑事部参事官兼
田 中 誠 一生活安全部参事官

総 務 課 長 黒 木 典 明

少 年 課 長 大 野 俊 朗

交 通 規 制 課 長 杉 田 定 光

運 転 免 許 課 長 仁田脇 貞 治

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

教 育 次 長
米 原 隆 夫（ 総 括 ）

教 育 次 長
飛 田 洋（教育政策担当）

教 育 次 長
（教育振興担当） 山 本 真 司
兼 学 校 支 援 監
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総 務 課 長 安 田 宏 士

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

財 務 福 利 課 長 福 永 展 幸

学 校 政 策 課 長 児 玉 淳 郎

全国高等学校総合
稲 元 雅 彦文化祭推進室長

特別支援教育室長 武 富 志 郎

教 職 員 課 長 阿 南 信 夫

生 涯 学 習 課 長 興 梠 正 明

スポーツ振興課長 川 崎 重 雄

文 化 財 課 長 清 野 勉

人権同和教育室長 中 原 邦 博

企業局

企 業 局 長 濵 砂 公 一

副 局 長
持 原 道 雄（ 総 括 ）

副 局 長
山 崎 芳 樹（ 技 術 ）

総 務 課 長 吉 田 親 志

経 営 企 画 監 新 穗 伸 一

工 務 課 長 相 葉 利 晴

電 気 課 長 本 田 博

施 設 管 理 課 長 白ヶ澤 宗 一

総 合 制 御 課 長 山 下 雄 一

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

○満行委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時０分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

本部長並びに関係部長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○鶴見警察本部長 本日もよろしくお願い申し

上げます。

先月の閉会中の常任委員会におきましては、

私ども通信指令室を現地調査をしていただきま

して、まことにありがとうございました。ごら

んいただきましたとおり、私どもの通信指令室

におきましては、従来の110番受信システムに加

えまして、この春から携帯電話の位置情報シス

テム、これも加えまして、新たな機能を備えた

ものとなっております。引き続き、通信技能の

向上に努めますとともに、事件・事故、災害発

生時の初動措置に万全を期してまいる所存でご

ざいます。

また、本日から12月に入りまして、年末・年

始の特別警戒に最大限の警察官を街頭に配置い

たしますとともに、飲酒運転根絶運動、これに

ついても、万全を期してまいりたいと考えてお

ります。引き続き、御支援、御理解をいただき

ますようよろしくお願い申し上げます。

本日、御審議をいただきます提出議案につき

ましては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律施行条例の一部を改正する条例」

について、それから、その他の報告といたしま

して、「振り込め詐欺の現状」につきまして、そ
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れぞれ関係部長から説明・報告をさせますので、

どうかよろしくお願いを申し上げます。

私からは以上でございます。

○横山生活安全部長 それでは、提出議案第８

号の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律施行条例の一部を改正する条例」に

ついて、御説明をさせていただきます。

議案書では、43ページとなります。あわせま

して、お手元の「常任委員会資料１」と「施行

条例の一部を改正する条例案チャート図」、カ

ラーのものでありますけれども、この２枚に基

づいて、御説明をさせていただきます。

まず、常任委員会資料の１「条例改正の概要」

についてであります。（１）政令の改正というと

ころに記載しておりますけれども、このたびの

一部改正は、「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律施行令の一部を改正する政令

（平成23年の１月１日施行予定）」、これにより

まして、出会い系喫茶営業という業態が、新た

に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律」第２条第６項第６号の店舗型性風俗

特殊営業として規定されたことによるものであ

ります。この政令の改正により、（２）条例改正

の必要性でありますけれども、本県では、店舗

型性風俗特殊営業は、「風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律施行条例」の第11条

におきまして、営業の種別ごとに禁止区域を定

めておりますことから、「出会い系喫茶営業」に

ついても禁止地域を定める必要がありまして、

出会い系喫茶営業につきましては、営業の禁止

地域を県内全域とすることで、条例を改正しよ

うとするものであります。

続きまして、２番「出会い系喫茶の営業を県

内全域で禁止する理由」等でありますが、これ

はチャート図で御説明をさせていただきます。

あわせてごらんください。

まず、カラー物のチャート図の一番左上の番

号１に書いてございますけれども、「出会い系喫

茶営業の定義」といたしまして、店舗を設けて、

専ら、面識のない異性との一時的な性的好奇心

を満たすための交際（会話を含む）を希望する

者に対し、当該店舗内において、その者が異性

の姿態もしくはその画像を見て行った面会の申

し込みを当該異性に取り次ぐこと、または、当

該店舗内に設けた個室もしくはこれに類似する

施設において、異性と面会する機会を提供する

ことにより異性を紹介する営業をいうふうにさ

れております。

次に、チャート図の番号３「出会い系喫茶の

営業形態」の例を簡単に御説明をさせていただ

きます。まず、左側の縦の列でありますけれど

も、男性客は有料で、会員登録料、入店料、会

話料等を支払い入店し、右側のピンクの部分で

ありますけれども、女性客は、無料登録の会員

が入店し、ドリンク等のサービスを受けながら

部屋で待機します。店舗内で男女がそれぞれ仕

切られた部屋から、男性客がマジックミラー等

を通し、好みに応じた女性客を選んで、営業者

等に女性との面会の申し込みを行い、面会室で

女性客と面会し、交際がまとまれば、店外デー

トもできるというもので、料金は、各段階ごと

に男性客から徴収するシステムが一般的であり

ます。

チャート図の番号２に「出会い系喫茶の特徴」

を記載しております。１つは、店舗において、

面識のない異性同士を一時の性的好奇心を満た

すための交際目的で面会させるという、非常に

特殊な役務の提供をするものであるということ、

もう一つは、一時の性的好奇心を惹起させる広

告宣伝を行い、客も一時の性的好奇心を満たさ
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れることを期待して来店すること等から、まさ

に性を売り物にする性風俗に関する営業である

ことは明らかであります。

そして、チャート図の番号４「政令改正の背

景」であります。真ん中ほどの上段であります

が、全国の営業店舗数が平成19年12月現在77軒

でありましたけれども、これが21年の９月現在

では100軒と増加傾向にあります。また、それに

伴いまして、出会い系喫茶営業の利用を契機と

した児童買春や児童ポルノ、青少年保護育成条

例違反等の検挙が平成19年中26件でありました

けれども、平成20年中は33年と増加し、福祉犯

の温床となっていること、さらには、各自治体

等からの風営法での規制を求める要望がなされ

ているという現状があります。

また、出会い系喫茶は、店舗内外において、

売春や児童買春につながるおそれが強いことか

ら、善良な風俗を著しく害するものと認められ

ることや、一時の性的好奇心を引き起こす広告

宣伝を用いた派手な看板、ビラ等が店舗の周辺

にはんらんすることから、清浄な風俗環境を害

するとともに、少年の健全育成を著しく阻害す

るものと認められる実態がございます。

こういった問題を受けまして、警察庁におき

まして、外部の有識者を交えた風俗行政研究会

というものを昨年４月から７月までの間開催さ

れまして、議論を重ねた結果、出会い系喫茶の

規制のあり方については、その営業の特徴から

店舗型性風俗特殊営業として位置づけ、営業の

届け出制や営業禁止区域における営業の禁止、

さらに、広告制限や18歳未満の者の客としての

立ち入らせ禁止等の規制の対象とすることが適

当との提言がなされたものであります。

そこで、本県における店舗型性風俗特殊営業

の禁止地域におきましては、このチャート図の

真ん中下段に、黄色の表で整理しておりますが、

５「県条例の改正」、本県の条例改正案の欄に記

載してあります。

まず、現行条例では、１号営業のソープラン

ドや２号営業のファッションヘルス、４号営業

のうちモーテル営業につきましては、宮崎市橘

通西２丁目の一部、橘通西３丁目の一部、上野

町の一部及び中央通の一部を除く県内全域、３

号営業のストリップ劇場など、それに４号営業

のラブホテル、５号営業のアダルトショップに

つきましては、商業地域を除く県内全地域にお

いて、それぞれ営業を禁止することとされてお

ります。

今回の改正案としております出会い系喫茶営

業につきましては、一部除外地域を設けない、

県内全域を営業の禁止区域とするものでありま

すけれども、その理由は、これまでに御説明を

しておりますとおり、現行の店舗型性風俗特殊

営業であるソープランド等が、店舗内の個室に

おいて異性に接触する役務を提供する営業であ

るのに対し、出会い系喫茶営業は、一時の性的

好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、

店舗内において、面識のない異性を面会させる

という非常に特殊な役務の提供を行うもので、

面会後におきましては、店舗外において売春、

児童買春等の犯罪に結びつきやすい現状がござ

います。

そうした問題は、出会い系喫茶営業の営業形

態そのものに起因するものでありまして、地域

的な規制では解決しないということから、出会

い系喫茶営業につきましては、営業の禁止地域

を県内全域とするものでございます。

改正条例の施行日は、改正政令の施行日と同

じく平成23年１月１日から施行する予定にいた

しております。
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なお、条例改正に対するパブリックコメント

につきましては、平成22年８月２日から９月１

日までの１カ月間実施しておりますが、その結

果につきましては、１名の方から意見が寄せら

れました。その内容は、将来のパートナーとの

出会いを求める営業を規制することを懸念され

るものでございましたけれども、今回の条例改

正の趣旨や将来のパートナーをまじめに考える

結婚相談業とか、お見合いパーティー等を規制

するものではございませんので、そのようなこ

とを説明いたしまして、御理解をいただいたと

ころであります。

最後に、チャート図の右下、７の④に「全国

の条例改正の方向性」ということで示しており

ます。平成22年11月15日現在で、全域禁止につ

きましては、本県を含めて30の道府県が予定し

ておりまして、九州管区内では、熊本県と佐賀

県で、既に、県内全域禁止で本年10月に条例改

正を行っております。さらに、その他本県以外

の県においても、全域禁止とする方向で改正案

を11月議会に上程予定と聞いております。

以上で説明を終わらせていただきます。

○柄本刑事部長 それでは、振り込め詐欺の現

状について御説明いたします。

初めに、振り込め詐欺の類型等について説明

しますけれども、振り込め詐欺は、大別します

と、「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」、「融資

保証金詐欺」、「還付金詐欺」の４類型に区分し

ており、これらを総称して振り込め詐欺として

おります。お手元の「資料２」をごらんくださ

い。

まず、全国の振り込め詐欺の現状について申

し上げますと、お手元の資料にはございません

けれども、本年10月末現在では、認知件数が5,476

件、被害総額は約63億8,000万円であります。昨

年同期と比較しますと、認知件数でマイナス835

件、比率にして13.2％の減少、被害金額にして

マイナス約17億9,000万円、比率にして21.9％の

減と、減少をしております。

宮崎県も同様でありまして、資料の１にあり

ますとおり、本年10月末では、認知件数が10件、

被害総額は1,988万円であります。昨年同期と比

較して、認知件数はマイナス19件で、比率では

約66％の減少、被害総額でマイナス717万円の

約27％の減少と、昨年に引き続き減少傾向を示

しているところであります。全体的に大幅な減

少傾向にある中で、特に、オレオレ詐欺が大幅

な減少を示しております。件数がマイナス６件、

前年比約86％の減となっております。架空請求

詐欺及び融資保証金詐欺が半数余りに減少して

おります。これは架空請求詐欺がマイナス６件、

約56％の減、融資保証金詐欺がマイナス７件、

約64％の減となっており、また、還付金詐欺の

発生がないということが挙げられます。その要

因は、金融機関等の関係機関・団体等と連携し

た広報啓発活動やＡＴＭ警戒等の諸活動により、

県民の振り込め詐欺に対する防犯意識が浸透し

つつあるものと考えられます。

県内の振り込め詐欺事件の被害に遭われた方

の年齢層について分析してみますと、資料１の

（３）にありますとおり、振り込め詐欺事件の

全体では40代から70代の被害者が約６割を占め

ており、手口別ではオレオレ詐欺は60歳代が１

名のみでありますが、架空請求詐欺は、19歳未

満から50歳代、融資保証金詐欺は、20歳代から70

歳代までと、全体的に被害に遭う年齢層が幅広

いことが特徴と言えます。

次に、２の検挙状況について御説明いたしま

す。県内では10月末現在で振り込め詐欺事件を15

件、被疑者２名を検挙しております。また、振
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り込め詐欺を助長する助長犯罪ついては、31件

の21名を検挙しております。助長犯罪と振り込

め詐欺事件の犯行ツールとして使用された不正

取得に係る口座や携帯電話等を事件化して検挙

したものであります。検挙人員の内訳につきま

しては、通帳詐欺事件が10名、犯罪収益移転防

止法違反事件が５名、盗品譲り受け等事件が３

名、携帯電話詐欺事件が３名となっております。

振り込め詐欺の犯行グループは、こうした助

長犯罪等で不正に入手した預貯金通帳や携帯電

話等を使用し、その手口を次々に変化させなが

ら犯行を繰り返していることから、振り込め詐

欺の実行犯を検挙するためには、この助長犯を

検挙し突き上げ捜査を徹底することが肝要と考

えております。

最後に、３の抑止対策について御説明いたし

ます。本県警察では、平成20年８月18日付で警

察本部長を長とする「振り込め詐欺撲滅総合対

策推進本部」を設置し、組織の総合力を結集し

た対策を積極的かつ効果的に推進してまいりま

した。本県警察が実施している振り込め詐欺の

抑止対策の中の検挙対策としては、全国警察と

一体となった「共同・合同捜査の推進」、証拠資

料等を確実に収集するための「基礎捜査の徹底」、

犯行ツールの無力化に向けた「助長犯罪被疑者

の徹底検挙」、これを強力に推進しておりまして、

現在は、兵庫県警察や愛知県警察等と合同捜査

を行っております。

一方、予防対策としては、被害に遭いやすい

高齢者等を対象とした、あらゆる機会を利用し

ての防犯講話や県警ホームページを活用しての

広報啓発、地域警察官等が作成するミニ広報誌

等や市町村等が作成する広報誌等を活用した広

報啓発、巡回連絡による広報啓発等を行い、被

害の未然防止対策を粘り強く継続的に実施し、

あわせてテレビスポットも実施しております。

また、県内の金融機関とは平成20年から本年

にかけて合計７回の「振り込め詐欺被害防止警

察・金融機関担当者連絡会」を開催し、意見交

換やホットラインを構築するなど、情報の共有

化や連携の強化を図っているところであります。

さらに、宮崎県経営金融課、県消費生活セン

ター、商工会議所等とも連携を図り、官民一体

となった取り組みも推進しているところであり

ます。

また、振り込め詐欺を撲滅するためには、不

正に入手した犯行ツールや現に犯行に使用され

ている犯行ツールを遮断する必要があります。

そこで、振り込め詐欺に関する犯行ツール等の

情報を幅広く収集分析いたしまして、口座の凍

結依頼、警察官や自動架電システムによる警告

電話等の先手を打った抑止措置をとっていると

ころであります。

これまで説明しましたとおり、本県の認知件

数は、全国同様に減少傾向にありますが、それ

でも、全国では、一月平均約550件、６億4,000

万円の被害が発生しておりますし、特に、警察

官をかたるオレオレ詐欺事件や息子をかたるオ

レオレ詐欺事件に関しては、首都圏方面では昨

年よりも増加しているという現実があり、本県

においても警戒を強化しているところでありま

す。

また、県内におきましては、本年５月に宮崎

県のホームページに掲載された家畜伝染病口蹄

疫の被害農家等に対する義援金募集の記事と類

似した電子メールを作成し、作成したメールを

盗用した無線ＬＡＮで全国に無差別送信して義

援金名目に金員をだまし取ろうとした振り込め

詐欺未遂事件が発生しましたが、本県警察では、

極めて悪質な事件と判断いたしまして、強力に
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捜査を推進した結果、先日の11月24日、23歳の

宮崎市に居住する男性被疑者を逮捕したところ

であります。

振り込め詐欺事件対策は、いまだ終息を迎え

る状況には至っておりません。振り込め詐欺事

件は、官民一体となった息の長い各種対策によ

り、必ずや撲滅できる犯罪と考えております。

警察では、今後とも、県民生活を脅かす犯罪の

徹底検挙を図り、県民の皆様の期待と信頼にこ

たえてまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○満行委員長 執行部の説明は終了しました。

まず、議案第８号について、質疑をお受けし

たいと思います。

○松田委員 お世話になります。文言を教えて

いただきたいと思います。まず、風営法施行条

例の一部を改正する条例で、１号から６号まで

営業の形態をお示しいただきました。それで、

まず、４号営業の中で、モーテルとラブホテル

と分けてありますが、私たち、同じように考え

おりました。モーテルはモーターホテルで、ラ

ブホテルがあってと……、これは、どういうふ

うに違いがあるのかをお教えいただけますか。

○横山生活安全部長 名前が、それぞれ業者、

業態、モーテルと言っておったり、ラブホテル

と言っておったりしているだけで、それぞれやっ

ていることというか、営業の中身というのは一

緒であります。

○松田委員 じゃ、それは業者のほうが登録と

いうか、名乗るときの名前で分けてあるだけの

ことで内容は同じ、いわゆる同伴宿、連れ込み

宿のようなものもここに当てはまると思ってよ

ろしいわけですね。

○横山生活安全部長 秘匿性の部分が違うとい

うことの差があると、要するに、ラブホテ

ル……。

失礼しました。構造設備で区分があると、例

えば、カーテンの仕切りがあるとか、細かなと

ころの中身については、ちょっとまた改めて御

説明させていただきたいと思いますけれども、

構造設備上の基準がモーテルとラブホテルとい

うのは区分があるということで、許可としては、

４号営業で一くくりにしてありますけれども、

構造設備が政令で定めてある基準が違うという

ことであります。

○松田委員 質問した趣旨が、地域や規制地域

ということだと思うんですが、モーテル、ラブ

ホテルで、全地域、ただし商業地域とニシタチ

あたりの一部の地域となっているんですが、私

たちが県内散見いたしますと、松林の中ですと

かあるいは田んぼの真ん中、山の中にこういっ

た施設があるもんですから、これが商業地域に

なっちょっとじゃろかいというところで、ちょっ

と疑問に思って質問をさせていただきました。

これ、厳しく守られているとすれば、今、私が

知っている地域、全然商業地域でないなと思う

場所も、商業地域だから、それらの施設が営業

ができているというふうに解釈してよろしいわ

けでしょうか。

○横山生活安全部長 商業地域ではラブホテル

は営業できないということです。要するに、今

営業しているのは、類似ラブホテルということ

で、届け出なしに営業されておるというものが

ありまして、これについては、今回の政令改正

の中で、ラブホテルとしての規制の対象の網に

かけようということで、そういう改正というか、

見直し、例えば遮蔽をきちっと設けさせるとか、

料金表示をさせるとか、そういう規制をかける

ということにしていまして、商業地域ではラブ

ホテルとしてのものは営業できない。類似とい
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うか、要するにまがいで一般的にやられておる。

しかし、これが野放しと言うと語弊があります

けれども、非常に規制の対象外ということでや

られておるもんですから、これは、しっかり規

制をかけるようにしようということで、その基

準を、こういうものを設けなさい、あるいは表

示しなさいとかいうことで、ラブホテルを対象

として規制するということでの、その改正が今

回行われておるということであります。

ですから、商業地域で営業されておるのは、

要するに、正式なラブホテルではない。法に言

うラブホテルではないということであります。

○中野委員 部長の答弁では、今、ラブホテル、

商業地域を除く―商業地区はつくれないと言

われたんですがね。それは逆じゃないんですか。

そうしないと、１号のソープランド営業という

ところは、県内全域でつくっていいということ

にならせんですか。ただし書きのところだけを

つくっていいということ……。

○横山生活安全部長 要するに、法に定めたラ

ブホテルというのは、商業地域でもいいと、 要

するに、規制がかかっておるので営業していい

ですよと、ですから、商業地域はいいけれども、

商業地域はだめだ、いけませんと……。

○満行委員長 もう一回部長……。同じことを

もう一回。

○横山生活安全部長 よろしいでしょうか。こ

こで言っている４号営業、モーテルとかラブホ

テルとかは規制の条件というか、一定の基準が

ございます。それを満たす、法に定めたものは、

これは規制しているところがだめですよと言っ

ているわけで、県内全域だめですけど、ただし、

商業地域においては、法が定めた基準に沿うも

のは営業していいですという規制の仕方になっ

ております。〔「それならわかる」と呼ぶ者あり〕

○長友委員 そうすると、現在、山の中とか、

いろんなところにいっぱいいろんなものがあり

ます。ああいうものは、法で規制されているモー

テルとかラブホテルという定義には当らな

い……。

○横山生活安全部長 ですから、これは正式な、

正式なと言うといけませんけれども、要するに、

ここに法で定めた基準に合致しておるモーテル

とかラブホテルではない、いわゆる類似ラブホ

テル、類似モーテルと言っておりまして、これ

は要するに、脱法というと語弊がありますけれ

ども、類似ラブホテルということで営業してい

るわけです。ですから、正式に法律で定めた基

準に合致する業態、業種というモーテル、ラブ

ホテルというのは、商業地域でないと営業でき

ませんよと、これは、なぜかと言うと、要する

に、例えば立ち入り権とか、基準、構造ですね、

そういうものをきちっと満たしておるというこ

とを前提で、商業地域であれば営業できますと、

ただし、法の規制がかかりますよということ、

法の基準を満たしたものについては、商業地域

についてのみ営業できますという考え方です。

○松田委員 今、部長がおっしゃった立ち入り

権なんですけれども、県内に散見される類似施

設には、警察は立ち入り権はないということに

なるんでしょうか。

○横山生活安全部長 基本的にはございません。

ですから、例えば、食品衛生法とかあるいは建

築基準法とか、そういう所管の行政があります

けれども、そこの部門と連携をとりながら、い

ろいろ情報交換というようなことをやっており

ますけれども、基本的に、この風俗営業適正化

法での立ち入りとか、そういうことは、あくま

でもこれは任意的に、例えばいろいろな目的が

あって、任意協力を得るという意味合いでのこ
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とはありますけれども、法律あるいは条例等で

の立ち入りはできません。

○松田委員 立ち入り権がないところで、ちょっ

と疑問というか、大変だなと思うのが、風俗雑

誌てありますよね。あれを見ると宮崎県のどこ

どこに行けば出会いがあるとか、結構、いろん

な情報があります。その周辺のラブホテルにそ

のまま行くなんてことで、私たちが聞いている

中では、高校生とか子供といった方々がそこに

集って、お金を呈してというようなことも聞い

てはいるんですよ。そういうときに温床となっ

ているのが、今おっしゃった立ち入り権のない

類似の施設であるとすれば、これはどんげなも

んじゃろかいと思うんです。いかがでしょうか。

○横山生活安全部長 非常にそういうことで児

童買春とか売春とか、あるいはそういう性的な

犯罪の温床になっておるというようなことで、

そういう類似ラブホテル等を規制の対象にしよ

うということで、今度の政令の改正で、これは

１月１日、今回のこの出会い系喫茶と同じ政令

でありますけれども、改正をするということに

なっております。

中身というのは、要するに、風営法のラブホ

テル等の営業の範囲の拡大ということで、きちっ

とした料金表示とか、例えば玄関等の遮蔽とか、

あるいは案内表示板とか自動精算機、フロント

の遮蔽とか、要するに、そういうものを備えた

ものは規制の対象になりますと、ですから、法

の対象になりますから、警察の立ち入りもでき

ますよという、そういうものにするように、今

回の政令改正で同時にやるということになった

ということであります。これは、ただし条例改

正の中身には含まれず、政令で改正するという

ことでありますので、その条件・基準を政令で

改正して対象にしたということであります。

○松田委員 最後、本部長に要望なんですが、

他県から本県に来られる観光客あるいはビジネ

ス客の方に伺うと、宮崎県はラブホテルが多い

と言うんですね。特に、本県の場合、10号線の

みです。10号線沿線に割と派手な、いかにもと

いう施設が露出していると、他県であったら最

近はちゃんとおっしゃったように遮蔽をすると

か、それなりに都市景観に合うような形で仕切

りをしてあるんですが、宮崎県の場合、ぎんぎ

んぎらぎらが多いんじゃないかということを聞

いております。今、お話を伺いましたら、警察

の立ち入り権のない模擬といいましたか、そう

いった施設だと聞いて、何となく納得ができた

んですが、法の改正でそういったものも一挙に

警察の管理下に入るんでしたらば、できるとこ

ろまでクリーンな宮崎県のイメージに沿うよう

な、そういった外見あるいは構造上のことも御

指導いただけたらと思います。

○鶴見警察本部長 ただいま委員御指摘の点に

つきましては、先ほど生活安全部長も答弁をい

たしておりますけれども、政令の改正等々所要

の改正がなされるということでありますので、

そういった観点で、できることをしっかりとやっ

てまいりたいと考えておりますし、県外からお

見えになった方のそういった実際の声があると

いうことでありましたら、そういう感じでしっ

かりとまた見てまいりたいと思います。所要の

法令も多々あると思いますので、そこら辺もしっ

かりと踏まえながら、対応してまいりたいと考

えております。

○宮原委員 ５号営業のアダルトショップ営業

というのは、今、県内あちこち見ると、畑の中

の駐車スペースがあるようなところに、結構た

くさん無店舗型の自動販売機がいっぱい並んで

いるようなところがあるようなんですが、ああ
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いったのもアダルトショップ営業という、これ

に引っかかってくるんですかね。

○横山生活安全部長 現在、県内でアダルト

ショップとしての営業は２店舗であります。こ

れもいわゆるああいう自動販売機的なものはア

ダルトショップ、要するに、法律の定義で言う

アダルトショップには当らないということで、

この２店舗というのは、ちょっと手元に資料ご

ざいませんので、どことどこというのはわかり

ませんけれども、例えば、正式にこれは店舗型

でありますので、店を構えてやっているものが

風俗営業適正化法にいうアダルトショップ５号

営業の規制の対象になるという話であります。

ですから、法の条件というのが一定の定義が

ありますけれども、それをかいくぐる形で営業

されておるものも相当数あるというようなこと

で、先ほど御指摘がありました類似ラブホテル

とかモーテルとか、そういうものもそういう営

業の網の目をくぐった、条件をくぐったもので

ありまして、若干補足させていただきますと、

規制の対象というのは届け出義務が生じますし、

そうしますと、今回の改正で立ち入り検査がで

きますし、営業停止命令もできることになりま

す。あるいは営業の禁止区域、学校周辺とかそ

ういうものも規制ができることになりますし、

年少者の立ち入らせ禁止、あるいは立ち入り禁

止の表示をしなさいとか、そういうものでも児

童買春関係の解消のための、要するに、取り締

まりの対象としての規制の条項が今回の改正の

中身の対象になると、ただし、これは既得権と

いうのが、やはり何事でもございますので、来

年の１月１日から１月31日までの間に届け出を

すれば、先ほどの類似ラブホテルなんかは既得

権を認められると、こういうことになっていま

す。ただし、そういう規制条件をクリアするた

めの法の改正を今回、政令改正であわせて求め

ておるということであります。

先ほどの宮原委員のお尋ねから若干それまし

たけれども、２店舗だけということであります。

○宮原委員 今、詳しく説明いただきましたの

で、何も言うことはないんですが、実際は無店

舗型が県内あちこちにあるわけですよね。大分

前ですが、一般質問させていただいて、やっぱ

りＰＴＡとか、いろんな地域の方からのかして

ほしいということがあって、 署名も集めたりい

ろいろやったんですけど、結果的にはなかなか

動かないんですよ。撤去されないので、いろい

ろ話を聞くと、その土地を貸す人が、最初は何

かジュース類の自動販売機を置くぐらいのこと

で置かしてくれということで土地を貸してくれ

と言われたと、ところが、実際ジュースじゃな

くて、アダルト系のそういった無人型の店舗が

置かれた。契約が入っているでしょうから、そ

の間はなかなか動かせないんだというような話

があったようで、県内あちこち見るといっぱい

ふえてきているんで、当然、子供たちの通学路

上にもあるんですよね。子供たちが普通にそこ

に入っていってもおかしくないという状況で、

大人になれば当然興味があるのは当たり前で

しょうけど、子供たちがそういう興味を早く持っ

てほしくないような状況のところにも、ごく普

通に設置があるということですから、やはり条

例あたりでそういうものがきちっと管理ができ

るんであれば、そういったものについても条例

の改正をしたほうがいいのかなというふうに

思ったところでありますから……。

○横山生活安全部長 ５号営業のアダルト

ショップというお尋ねでございましたので、そ

ういうふうにお答えしたんですけれども、今の

後段の御質問の中身は、自動販売機の有害図書
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絡みの話になったと思うんですけれども、これ

につきましては、宮崎県の青少年育成条例の16

条の３で、要するに、図書の自動販売機を設置

する場合は、知事への届け出が必要であるとい

うふうに規定されておりまして、現在、自動販

売機としての届け出台数は、10月末現在で123台

が届けられておると、かつ、その有害図書につ

いては、これも指定をされることになっており

ますので、それを定期的に、その販売されてい

る図書についての点検といいますか、視察とい

いますか、調査活動も県のほうでなされておる

ということでありまして、そのアダルトショッ

プとこの自動販売機というのはまた別でござい

ます。自動販売機については、届ける義務があ

るということであります。

○松田委員 宮原委員から出ました自販機なん

ですが、私が、こんなことを聞きました。今、

宮原議員のところで、署名をしても、契約期間

があるから撤去ができないということでしたが、

私は、県内でなしに他県で聞いたのは、導入口

はドリンク類の自動販売機ということで、でき

てみたら図書だった。ところが、それをやめて

くれと地主が申し出たら、向こうの団体が、「契

約書のここに書いてあるでしょう。」と、違約金

がべらぼうに高かったということで、泣き寝入

りということを何件か聞いておりますが、詐欺

じゃなかろうかと思うんですけれども、県内

に123台の自販機があって、多くが撤去してほし

いという要望もあるんじゃないかと思うんです

が、そういった理由で撤去しようにもできない

事情もあるんじゃないかと思うんですね。その

辺、何か生安部長、聞いていらっしゃいますか。

○横山生活安全部長 そのトラブルということ

については、全く私、承知しておりませんけれ

ども、自動販売機そのものについては、先ほど

申しましたけれども、届け出義務が科せられて、

罰則も10万以下の罰金または科料ということで

ありますけれども、それが要するに、貸し主と

の間でトラブルになっておるとか、あるいはそ

の中身が、内容が違うじゃないかということで

のトラブルということのようでありますけれど

も、それについて、図書の自動販売機を設置す

る場合は届け出をしなさいと、それに違反した

ら罰則がありますということ、それとその内蔵

されておる有害図書類については、自動販売機

にそもそも収納できないということになってお

りまして、それについて、個別指定があって、

それがはっきりしたときには撤去しなさいと、

それに応じないときには20万以下の罰金とか、

改善命令に従わなかったときには罰金があると

いうような規定があったり、その設置場所の地

域というか、学校から200メートル以内はだめで

すよとか、そういう規制がありますけれども、

届け出制ということでありますので、最初の契

約の中身が貸し主との間で違うじゃないかとい

う話については、警察として、詐欺だ、どうだ

というような個別の中身で判断するしかなく、

要するに、詐欺というのは、贓物あるいは騙取

とか、そういうことになりますので、なかなか

難しいんではないかというふうに思っておりま

す。

○満行委員長 議案第８号からちょっと外れて

いるので、それだったら、もうちょっとその他

のその他でやって……。

議案第８号に対して質疑は……。

なければ、その他の報告事項について質疑を

求めます。

○萩原委員 振り込め詐欺の現状について、こ

れ、宮崎県は、裏のほうに暴力団が絡んでおる

とか、そういうことはないんですか。都会では
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そういうのがあるみたいですが。

○柄本刑事部長 宮崎のほうでは、宮崎で発生

している部分については、これは主犯が中央に

いるというのがほとんどでありまして、そちら

のほうは暴力団とつながっている部分もありま

す。ただ、県内の暴力団とはちょっとつながっ

ておりません。

○萩原委員 これは余計なことですけど、今ま

での会話を聞いておると、取り締まるほうも一

生懸命知恵を出す。取り締まられるほうも生き

残りのために知恵を出す。未来永劫続くんだな

と思いながら、以上であります。

○松田委員 萩原委員の関連なんですが、資料

２の検挙状況のところで、県内でも件数25の検

挙人員４とかというので、これは都会からかかっ

て、県内ではそういう主犯はいないかと思った

ら、県内でもこういった検挙される人物がいる

ということ、ちょっとびっくりいたしました。

どういった方がかかわって、これで検挙をされ

ているんでしょうか。

○柄本刑事部長 振り込め詐欺事件で15件の被

疑者２名という部分の解説でよろしゅうござい

ますか。

これは、こちらで被害が発生した場合に、ま

ず、犯行ツール、銀行口座を凍結したり、さか

のぼって、銀行口座を銀行から詐欺で詐取して

騙取していた場合に、助長犯罪ということで、

それを犯行ツールのほうでまず逮捕するんです。

それを突き上げていきまして、中央のほうに上っ

ていって、中央で被疑者を逮捕するというのが

こういう形の２名という形で出てきています。

ただ、これは本県だけが被害に遭っているわけ

じゃなくて、各県が被害が出ていまして、それ

で県同士で共同・合同捜査を組みましてやりま

すので、後で割り当てが、あんたのところは何

名です、何名ですというような割り当てが来ま

すので、それが統計としては出てくるというこ

とであります。

ただ、先ほど説明しましたように、義援金詐

欺の部分は、これは全く本県だけの犯行であり

ますので、また、この被疑者につきましては、

ほかにオークション詐欺とか、そういうのをやっ

ていますので、またほかのほうにも伸びていく

可能性があります。あと、助長犯罪につきまし

ては、先ほど言いましたように、携帯電話をだ

まし取ったとか、それから通帳とカードを有償・

無償で譲り渡したとか、そういう犯罪でありま

して、それをどんどんどんどん突き上げていっ

て本犯まで上がると、その突き上がっていく段

階で他県と競合してくるものですから、そこで

共同捜査、合同捜査を組んで一緒に検討してい

くという対策をとっております。以上でありま

す。

○松田委員 今年度の被害額１月から10月まで

で10件で1,988万円ということを伺いました。被

害に遭われた方の心中を思うと大変なんですけ

れども、大体被害額個人個人で幾らぐらいから

幾らぐらいまでに分類できるのか、もし資料が

あれば、お教えいただけますか。

○柄本刑事部長 ちょっと被害額が個別のもの

がないんですけれども、数万円程度から100

万、200万のところまで上っていきます。

ちょっと今、資料が来ましたので御報告しま

すけど、21年度中金額的に宮崎市とか県内で被

害に遭っている方が約400万、300万、これ、オ

レオレ詐欺ですね。架空請求詐欺が150万、それ

から500万というのもあります。それから融資保

証金詐欺につきましては、110万とかそれから特

異なやつでやっぱり1,000万ぐらいのがございま

す。
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○満行委員長 その他の報告事項……。最後に、

その他で何かありませんか。

○長友委員 口蹄疫関連ですけれども、昨夜の

報道で韓国でまた新たに発生をして、養豚業者

のみならず、牛のほうにもまた出たということ

でございます。本県の口蹄疫に関しては、警察

としても、本当に大変な御苦労を願ったわけで

ありますけれども、早速、農政等を中心にして

はそういう会議が開かれておりますが、一番肝

心なことは、水際対策ということだろうと思い

ます。そして、万が一、そこが漏れたときには

これは農家における防疫というか、そうなると

思うんですけれども、そこで、県警は、直接そ

の担当部署ではないんですけれども、そういう

口蹄疫が発生した情報等に関して、何らかのそ

ういう県警に対してもお話等があったのかどう

か、あるいは県警内で前回の経験を踏まえて、

何らかの話し合いがあったかどうか、それはど

うでしょうか。

○中原警備部長 議員御指摘のように、昨日、

韓国で発生したということにつきましては、報

道で承知をしております。

知事部局からの緊急の会議というものも来て

おり、県警本部内の警備二課というところで、

一応のマニュアルというのは、ことしの春のや

つでできておりますので、それ等を取り出して、

準備はしておりますけれども、特段、具体的に

今の時点で動いておるということはございませ

ん。

○長友委員 余り過大な心配というのはいけな

いのかもしれませんけれども、やはりこの問題

というのは、韓国も４月で終わって、清浄国に

９月に復帰したばっかりだったけど、またこう

いうことになってしまったわけですね。今、我

が国も清浄国復帰に向けて進んでいこうとして

いるわけでしょうけど、もう一回ということに

なりますと、本当に本県の畜産というのは大変

なことになるという状況もございますので、直

接の所管ではないんですけれども、知事を中心

とした会議の場とかさまざまなことがありまし

たら、また御発言の機会がありましたら、ぜひ、

この水際対策の強化ということに関しても一言

発言をお願いをしておきたいという気がするも

んですから、発言をさせていただきました。よ

ろしくお願いしたいと思います。

○鶴見警察本部長 ただいまの件につきまして

は、私ども、今回の口蹄疫対応で相当のノウハ

ウといいますか、県に対する協力の仕方につき

ましてはノウハウを持っておりますし、今回の

報道につきましても、やはり県警職員全員が心

配、懸念をしておるところでございます。事が

あればしっかりと対応できるように、心の準備

はしておるつもりでございますし、今、委員、

御指摘にありましたように、また、そういった

具体的な状況が出てまいりましたら、県警とい

たしまして、発言すべきこと、助言すべきこと

につきましては、しっかりと県のほうに伝えて

いきたいと思っております。

○松田委員 ３点お伺いします。

今、長友議員から出ました防災・防疫なんです

が、私たちの委員会で先月、静岡県警を視察を

いたしまして、静岡県の場合、中南海地震を初

めトリプル地震が来るであろうという仮定のも

とに、大変、大規模な防災対策がしかれており

ました。特に、東名高速道路、国道１号線の封

鎖とか、政府の判断を仰がずとも、いち早く、

警察独自に動けるような、大変力強いシステム

ができていたんですが、宮崎県は、そういった

災害対策はどうなっているのかが１点。

２点目、拾得物がどんなふうに流れていくの
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か。例えば、保管期間が過ぎたものがどういう

ふうに処理されているのかというのが２点目。

３点目が、よく町で聞くのが高齢者の運転が

危ないねと、特に、年末を迎えてウインカーを

右に出した人が左に曲がってきたりとか、そう

いったこともよく散見されるんですが、高齢者

の免許証の自主返納の現状と、その効果があら

われているのかなと思いまして、この３点を伺

いたいと思います。

○中原警備部長 まず１点目の、地震が発生し

た場合の警察としての初動措置ということでご

ざいますのでお答えをさせていただきます。

端的に申し上げまして、警察がとるべき措置

は２点でございまして、１点は情報収集でござ

います。もう一つが救助、それから災害復旧と

いうことでございます。 これは情報収集につき

ましては、県警のヘリ等も含めまして、陸も空

もということで、各種情報収集をしていきたい

と考えております。

それと、救助につきましては、避難誘導も含

めまして救助活動を当然実施するということに

なります。地震が発生しますと、本県の場合は

津波ということが関連して懸念されるわけであ

りますけれども、津波の警報を伝達する訓練等

もやっておりますし、市町村が行いますそうい

う伝達訓練にも警察として参加をしております。

実際の地震になると、緊急路の確保という、議

員が御指摘になった問題も出てくると思うんで

すけれども、具体的には、どの道路をどうやっ

て確保するかという細部については決めており

ませんけれども、当然、幹線道につきましては、

不要不急の車両は停止をさせて、回避させて救

難活動に従事する車両を優先的に通すというよ

うな措置は、当然警察としては行っていきたい

と考えております。以上でございます。

○日髙会計課長 ２点目の拾得の関係について

御説明をいたします。拾得の届け出がありまし

たら、駐在所、交番、それから警察署のほうで

受理をしておりますが、受理をしますと、その

物件の公告等を行います。それと保管につきま

しては３カ月保管をいたします。その３カ月の

間に遺失者が出てくれば遺失者のほうに返還を

するということになります。そして、拾得者の

方が「私は要らない」ということであれば、そ

れと遺失者がこの３カ月の間に出てこなければ

県のほうに帰属するということになります。そ

れから、拾得者が「私は、この物件が要ります」

ということであれば、３カ月過ぎて、その後２

カ月間、この間に拾得者の方が引き取りに見え

ると、この引き取りも拾得者のほうが来られな

ければ、県のほうに帰属する、そうすると、県

のほうでは、帰属した物件につきましては、現

金はそのまま歳入になりますが、物については、

売却できる物は売却をする、それから、売却し

てもお金にならないというか、そういうもので

あれば、もう廃棄処分ということに手続上の流

れはなります。以上であります。

○椎葉交通部長 高齢者の免許証の返納の関係

でありますが、現在、ことしの10月末で返納し

た人は775名であります。昨年が1年間で1,013名

ということで、平成20年以降、大体1,000名前後

の方が返納しているというのが実態であります。

その返納に基づく効果でありますけれども、

この事故件数を見る限り、むしろふえておりま

す。当然、高齢者の免許保有者数というのもこ

こ軒並みふえているわけでありまして、それを

どう判断するかというのは別問題ですが、この

メリット制ができて返納者がふえたために、如

実に高齢者の事故が減少しているということは

ありません。
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○松田委員 それぞれありがとうございました。

では、２点質問させていただきます。まず、

防災の初動措置なんですが、当然、何か起こっ

た場合には、対策本部を設置して、県知事とか

トップになるんでしょうけども、そのとき、警

察本部長の権限というのは、どの辺まで発揮で

きるんだろうか。トップの意思表示が一番大事

だろうと思うんですが、一番現場のことがおわ

かりになるのが警察かと思うんですが、本部長

は、宮崎県の場合、どの辺まで権限をお持ちに

なって、そういうときに行動とれるのかをお教

えいただきたいと思います。

○中原警備部長 ちょっと資料を出しますまで

に概略的なことをお話をさせていただきますと、

当然、「災害対策本部」というのは知事をトップ

としてできることになっております。当然、警

察本部長もその指揮の一員として加わるわけで

すけれども、当然、県警の警察官の指揮という

のは、本部長、すべて持っておりますので指揮

ができます。ただし、県が行う災害対策本部の

中に入った場合に、知事との関係でございます

けれども、知事には当然、助言等は警察本部長

としてできるわけでありますけれども、知事を

越しての権限という話につきましては、ちょっ

と今のところ調べますので、待っていただきた

いと思います。基本的には、知事がすべてトッ

プの権限を持っておられるというふうに認識を

しております。

○松田委員 わかりました。そういう流れだと

いうことですね。

２点目がその拾得物で、県の歳入に入った現

金がさて、どれくらい過去あったのか、これを

お教えいただきたいと思います。

○日髙会計課長 資料として昨年21年中だけな

んですけれども、よろしいでしょうか。

参考までに県に帰属した額ですけれども、全

体をいいますと、約9,800万の現金拾得があって

おります。それから都道府県にそのうち帰属し

たのが約1,000万、※約40％ですか、これになっ

ております。以上です。

○宮原委員 済みません。１つだけ、新聞上で

気になったことがあったので、ちょっと話をさ

せていただきますが、携帯で今、ゲームができ

るとテレビでもしょっちゅう宣伝していますよ

ね。要は、無料と言いながら、釣りのゲームで

あれば、より魚が釣れるようにするためには、

釣りざおをかえればいい、えさをかえればいい

というのが何か特別に、また料金が加算される

というような話を聞いているんですけど、ある

方が、親戚の集まりのときに、子供に貸したら、

要は、そのゲームをしたということになってい

るんですよね。その後、十数万の請求が来たと

いうことが新聞に載っていたんですよ。それが

１回かなと思ったら、子供に貸したのはたった

１回だったんだけど、その後、何カ月間かその

十何万の請求が来て、一体この状況はいつまで

続くんだろうというようなことが新聞の声の欄

に載っていたんですよね。だから、実際こうい

うような相談というのも警察の方には来ている

んでしょうかね。１件だけではないというふう

に思うんだけど、そういうような相談というの

が警察のほうにもどっかにか来ているものかな

というのを、なければないでかまいませんけど。

○横山生活安全部長 警察安全相談、年間１

万6,000件程度、県民の皆さんから寄せられてお

りますけれども、その中には、その類の相談と

いうのも相当数あるというふうに、いろいろな

報告で聞いております。その際に、その個々の

案件について具体的に把握する必要があります

※16ページ左段に訂正発言あり
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ので、それに応じてアドバイスするなり、ある

いは関係機関なりを、あるいは弁護士さんを紹

介するとかありますけれども、今、先生がおっ

しゃったのは、多分、架空請求の振り込め詐欺

に該当するんじゃないかと、こういうふうに思

われます。多分、そういう相談を受けておれば、

そういう指導をして、相手方の追跡捜査の手が

かりをお聞きして、いろんな捜査に、ほかの関

連情報も含めて捜査対象とすることもあってお

るんじゃないかと思っています。その手のやつ

については、刑事部長から話がありましたけど、

犯罪ツールということで、携帯電話とか相手方

の連絡先とか、振込先とか、そういうものを通

じて追跡捜査をするような、いわゆる管理シス

テムというのが整っておりますので、これは宮

崎の、例えば、私だけじゃなくて北海道のだれ

さんとか、そういうものが関連して、事件性が

あるかなしかということも含めて、捜査対象と

することもあり得るということで、相談はあっ

ておると思っています。以上であります。

○日髙会計課長 拾得で県に帰属する現金は

約1,000万と言いましたが、１年間の現金拾得

は9,800万ですから、１割ですね、10％ぐらい県

の方に帰属するということで、訂正をお願いい

たします。以上です。

○満行委員長 以上で警察本部を終了します。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時８分休憩

午前11時14分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

教育長並びに関係課長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○渡辺教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いいたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。表紙をお開きいただき、左側の

目次をごらんください。今回、御審議をいただ

きます議案は、議案第１号「平成22年度宮崎県

一般会計補正予算（第８号）」、並びに議案第６

号「教育関係の公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」の２件であります。

また、その他の報告事項といたしまして、「第

二次宮崎県教育振興基本計画の策定状況につい

て」など、３件を説明させていただきます。

私のほうからは以上でありますが、引き続き、

関係課室長から説明させますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。以上でございま

す。

○福永財務福利課長 財務福利課関係について、

御説明申し上げます。

平成22年11月定例県議会提出議案（議案第１

号～第13号）の資料の４ページをお願いいたし

します。第２表繰越明許費補正についてでござ

います。そのページの一番下の事業「教育費」、

「高等学校費」、事業名「高鍋農業高校酪農実習

施設リニューアル事業」につきまして、9,842

万5,000円の繰り越しをお願いするものでござい

ます。

これは、口蹄疫が発生いたしましたことによ

りまして、高鍋農業高校の酪農実習施設改築工

事に着手することができなかったため、工期が

不足することになったものでございます。なお、

完成予定は、平成23年６月30日としております。

財務福利課関係は以上でございます。

○武富特別支援教育室長 続きまして、特別支

援教育室関係でございます。今、見ていただい
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ております議案書の29ページをお開きください。

横に回していただきまして、議案第６号「教育

関係の公の施設に関する条例の一部を改正する

条例」について、御説明させていただきます。

本議案は、平成21年３月に策定いたしました

「宮崎県特別支援学校総合整備計画」に基づき、

地域就学を推進するために、高等部未設置校で

あります県立都城きりしま支援学校小林校の高

等部を県立小林高等学校の敷地内に新たに設置

することに伴い、これを教育関係の公の施設と

して条例に追加するためのものであります。

改正の内容でありますが、表の右側の改正後

の枠の中、下のほうに下線を引いて記載してあ

りますように、別表第１の区分及び名称の欄の

「同 小林校中学部」の次に、「小林校高等部」

を加え、また、その右側、位置の欄に、所在地

である「真方124番地」を加えるものであります。

施行期日は、平成23年４月１日であります。

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○吉村政策企画監 お手元の文教警察企業常任

委員会資料の１ページをお願いいたします。「第

二次宮崎県教育振興基本計画」の策定状況につ

きまして御報告いたします。

まず、本計画の策定の趣旨についてですが、1

にありますように、宮崎県総合計画の策定に伴

いまして、その分野別施策「人づくり」の部門

別計画として、本計画を策定するものでござい

ます。

策定に当りましては、中ほどの左側の図にあ

りますように、現行の「宮崎県教育振興基本計

画」は、学校教育を中心とします「宮崎の教育

創造プラン」を初めとし、その下に書いてあり

ますように、４つの基本計画をもって、「宮崎県

教育振興基本計画」としておりますが、それを

右側の図にありますように、この４つの基本計

画を１つに統合し、新たに「第二次宮崎県教育

振興基本計画」として策定作業を進めておりま

す。

この計画は、２にありますように、宮崎県総

合計画の部門別計画とするとともに、教育基本

法第17条第２項に規定される計画として位置づ

けるものです。

また、３にありますように、計画の期間は、

平成23年度から32年度までの10年間とし、必要

に応じ見直してまいります。

これまでの経緯等につきましては、４にあり

ますように、本年１月には教育に関する県民の

意識や実態等を把握するため、児童生徒・保護

者・教職員・一般県民約5,000名を対象に、宮崎

の教育に関する調査を実施し、４月からは、教

育委員会内に第二次宮崎県教育振興基本計画庁

内策定委員会を設けたほか、県民の皆様方から

幅広い御意見をいただくため、有識者や企業関

係者、保護者、大学生等から構成されます第二

次宮崎県教育振興基本計画策定懇話会の開催や、

今後の本県を担う世代であります高校生や青年

等を対象とした教育ミーティング等を実施しな

がら、現在、策定作業を進めております。

なお、来年２月には、施策の内容や主な取り

組み等につきまして、素案として御報告し、パ

ブリックコメント実施後、６月には県議会に上

程させていただきたいと考えております。

次に、内容等についてですが、次のページ２

ページの「本計画の全体像（案）」を使って、概

要となりますけれども説明いたします。

今後一層の人口減少や少子高齢化、国際化、

高度情報化等の大きな変化が予測されることを

考えますと、これからの本県を支えるのは人で

あり、そのための「人づくり」は、極めて重要
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であることから、中ほどより少し上の太枠・網

掛けにありますように、基本目標として「未来

を切り拓く、心豊かでたくましい宮崎の人づく

り」を掲げ、県民の皆様方の御意見や本県教育

の課題等も踏まえ、その下の丸にありますよう

に、「夢や希望を抱き、生涯にわたって、自己実

現を目指す人の育成」、「グローバルな視野を持っ

て活動する人の育成」、「ふるさとを愛し、地域

や社会の発展に主体的に参画する人の育成」に

取り組むことが必要であるととらえました。

そこで、 その具現化を図るため、下にござい

ますように、「県民総ぐるみによる教育の推進」

を初めとする５つの「施策の目標」を位置づけ

るとともに、各施策の目標ごとに、その下の①

②のように、全部で22の施策を位置づけたとこ

ろでございます。

まず、「施策の目標１」ですが、これは、社会

全体で子どもをはぐくむという観点から、３つ

の施策を位置づけております。中でも、先ほど

申し上げました１月に実施いたしました宮崎の

教育に関する調査や策定懇話会等におきまして、

家庭の教育力の低下に対する懸念が多く出され

たことなども踏まえまして、例えば、③の家庭

や地域の教育力の向上におきましては、親の教

育はもちろんですが、中学生や高校生、青年等、

将来、親となる世代を対象に、子育てのすばら

しさや親としての責任、家庭の意義等について、

しっかりと理解させるために、将来の親世代を

育成する教育の推進に取り組むことなどを検討

しているところでございます。

また、「施策の目標２」では、子供たち一人一

人に、生きる基盤をはぐくむ場としての学校教

育の充実という観点から、①②のように、就学

前教育の充実や、確かな学力をはぐくむ教育の

推進等、７つの施策を位置づけております。特

に、今後一層の国際化・高度情報化の社会にお

きましても、子供たちが適切、かつ積極的に、

それらに対応できるよう、一番下ですが、⑦と

して国際化や技術革新等の進展の中で通用する

力をはぐくむ教育の推進を位置づけ、豊かな国

際感覚の醸成やコミュニケーション能力、ＩＣ

Ｔ活用能力の向上、あるいは産・学・官が連携

を図った技術者、科学者育成の推進などについ

て、現在検討しているところでございます。

また、人口減少や雇用情勢等、社会的にも経

済的にもますます厳しい時代を迎えるからこそ、

生きること・働くことの意義や目的をしっかり

と持ち、一人の社会人・職業人として、本県の

社会や産業の発展に積極的に貢献する人材の育

成は重要であると考え、「施策の目標３」として、

「自立した社会人・職業人育む教育の推進」を

位置づけております。①では、ふるさとへの愛

着や誇りをはぐくむために、例えばですが、総

合的な学習の時間等で行われますふるさと学習

の充実や、地域に伝わります有形・無形の文化

財の保護や継承を図るとともに、それらを積極

的に活用する環境づくりを推進していくことな

ど、また、②では、地域の課題解決等に取り組

む意識や態度をはぐくむために、例えば、地域

の活性化等に取り組んでいるＮＰＯですとか企

業、あるいは公民館等と連携した学習活動の充

実や、地域で行われておりますさまざまな地域

行事、子供会活動、公民館活動等への積極的参

加を促進することなど、また、③では、子供た

ちが、将来、社会的にも、職業的にも自立でき

るよう、小・中・高等学校 の12年間を通して、

望ましい勤労観や職業観をはぐくむキャリア教

育の推進や、産業界等と連携・協働しながら、

本県の基幹産業であります農林水産業や物づく

り産業を担う人材育成の推進などを検討してい
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るところでございます。

次に、「施策の目標４」は、子供たちや県民に、

よりよい教育環境を提供するという観点から、

①の教職員の資質向上を初め、ソフト・ハード

の両面から、体制や環境を整備・充実するため、

※７つの施策を位置づけております。

最後に、「施策の目標５」ですが、これは、県

民一人一人が、いつでも、どこでも学び続けら

れる社会づくりという観点から、生涯学習の推

進、スポーツの振興、文化の振興の３つの施策

を位置づけており、例えば、①の生涯学習の推

進では、公民館講座への参加等を通して、個人

としての教養や趣味等の一層の向上を図るとと

もに、その学びを地域や社会に還元できるよう

なシステムづくりの推進など、②のスポーツの

振興では、県民総参加型のスポーツの振興や競

技スポーツの推進などを検討しているところで

ございます。なお、計画の構成（案）につきま

しては、３～４ページのとおりでございます。

以上、文言の表現等も含めまして、まだまだ、

検討段階中のものでございますので、委員の皆

様方から御意見等をいただき、今後の策定を進

めていきたいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。以上でございます。

○児玉学校政策課長 資料の５ページをごらん

いただきたいと思います。県立高校生の就職状

況について御説明いたします。

１の表は、平成23年３月県立高等学校卒業予

定者の10月末現在の就職内定状況をまとめたも

のであります。左側の列に平成22年度（今年度）、

右側の列に平成21年度（昨年度）の状況を示し

ております。卒業予定者は7,923人、そのうち、

県内就職希望が1,311人、県外就職希望が1,136

人で、就職希望者は2,447人となっております。

この2,447人は、卒業予定者7,923人の約31％と

なります。また、県内希望者の1,311人は、就職

希望者に対して53.6％、県外就職者の1,136人は、

就職希望者の46.4％に相当いたします。

中段の就職内定者数をごらんください。県

内656人、県外749人、合わせて1,405人となって

おりますが、これを内定別で見ますと、下の欄

にありますように、県内が50.0％、県外が65.9

％、全体の内定率は57.4％でありました。その

右側３列目にありますように、前年同月の全体

就職内定率が56.6％でありましたので、昨年度

と比較したときに、0.8ポイント増加しておりま

す。しかし、この表にはありませんが、一昨年

度の平成20年度の内定率はこの時期全体が66.8

％でしたので、9.4ポイント減と、一昨年度同月

と比較しますと厳しい状況となっております。

下の２の表をごらんください。平成21年度と

平成20年度の高校卒業者の卒業後６月末での決

定状況であります。平成21年度卒業生は、22年

６月末までに96.2％までになっており、その右

側の平成20年度卒業生も96.9％までなっており

ますので、これからの求人数の伸びがどの程度

あるのかが不透明な状況にありますが、今後と

も関係機関と連携をとりながら、一昨年以上を

目指して、高校生の求人確保や求人枠拡大を企

業等に要請してまいります。以上であります。

○川崎スポーツ振興課長 スポーツ振興課でご

ざいます。資料の６ページをお開きください。

第65回国民体育大会の結果についてであります。

説明に入ります前に、お礼を申し上げます。中

村議長と満行委員長には、大変お忙しい中、結

団壮行式にお越しいただきまして、本県選手団

への激励をいただきました。まことにありがと

うございました。

それでは、説明に入らせていただきます。今

※20ページ右段に訂正発言あり
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大会「ゆめ半島千葉国体」は、９月10日の水泳

競技から始まり、10月５日の閉会式をもちまし

て全日程を終了いたしました。中ほどの１の「総

合成績」に示しておりますように、本県の男女

総合成績であります天皇杯得点は、昨年度より97

点多い729.5点となり、天皇杯順位は41位となり

ました。

２の成績の推移では、平成13年度からの天皇

杯順位及び競技得点を示しておりますが、表の

一番右になります今大会の競技得点は、参加点

である400点を除きますと、329.5点でありまし

た。その内訳を３の成年少年・男女別競技得点

の表に示しております。競技得点を種別ごとに

昨年と比較いたしますと、成年男子が177.5点

と117点増加した一方、少年男子が83点と27.5点

の減少となりました。また、合計欄の下の段に

ありますように、成年種別が186.5点と118.5点

増加した一方、少年種別が143点と21.5点の減少

となり、例年と違いまして、成年の健闘が目立

ちました。

次のページをごらんください。４の競技種目

別には、入賞競技を団体競技と個人競技に分け

て示しております。（１）の団体競技では、ソフ

トボール成年男子や、ソフトテニス成年男子、

銃剣道成年男子など、５競技５種別での入賞が

あり、競技得点は、昨年度より18.5点増の91.5

点となりました。（２）の個人競技では、水泳成

年男子400メートル自由形の松田選手、カヌー少

年男子カヤックシングル500メートルの奥松選

手、同じくカヌー少年女子カヤックフォア500

メートルの外山、尾崎、鶴田、島津選手の優勝

を初め、10競技40種目で入賞がありました。下

の表にありますように、競技得点は、昨年度よ

り78.5点増の238点となりました。

今大会は、口蹄疫発生の影響を受け、対外試

合の自粛や練習会場の利用制限など、例年にな

い厳しい環境の中にありまして、監督・選手の

皆さんには、「がんばろう宮崎」を合言葉に、

「チームみやざき」として心を一つにし、魂の

戦いを展開していただきました。また、今年度

は、千葉地区宮崎県人会や在京宮崎県人会の方々

の熱心な応援をいただき、本県選手団にとって

心強いものがありました。

今回の結果を真摯に受けとめまして、県体育

協会や関係競技団体等と密接に連携を図り、全

力で今後の競技力の向上を進めてまいる所存で

ありますので、今後とも、御支援をよろしくお

願いいたします。以上でございます。

○吉村政策企画監 先ほど第二次宮崎県教育振

興基本計画の策定状況の報告の中で、一部間違っ

て御報告をいたしましたので、訂正をさせてい

ただきたいと思います。

「施策の目標４」の施策数を７つと申し上げ

ましたが、申しわけございません。６つの誤り

でございます。申しわけありせんでした。

○満行委員長 執行部の説明が終了しましたが、

まず、議案第１号並びに議案第６号について質

疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 ありませんね。

次に、その他の報告事項について質疑を求め

ます。「第二次宮崎県教育振興基本計画の策定状

況」、「県立高校生の就職状況等について」、「第65

回国民体育大会の結果について」質疑を求めま

す。

○松田委員 資料５ページ、高校生の就職状況

の欄から１点質問させていただきます。大変就

職、厳しい中で、企業のほうには即戦力が欲し

いという中で、新卒高校生を雇用いただく企業、

本当にありがたいことだと思っております。特
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に、教育長を初め次長、また課長みずからが企

業訪問をされたということで、その影響も大き

かったんではなかろうかと思うんですが、これ

は、あえて次長に聞きましょうか。いかがだっ

たでしょうか。こういう厳しい中において、各

企業を汗かきながら回られたと思うんですけれ

ども、皆さん方、県の教育委員会のトップが回

られたその効果はあったのか。

それから、それぞれのニーズ等々企業から聞

いていらっしゃると思うんですが、その辺、総

括してお伺いいただけたらと思います。

○米原総括次長 お尋ねの件でございますが、

私、10社ほど回らせていただきました。その中

で、昨年数名程度採るっていただいたところが、

来年は、ちょっとここまではできないと、ある

いは今まで毎年コンスタントに採用していただ

いた企業の中で、来年は厳しいんだという、や

はり何というんですか、非常に企業の厳しい状

況をお聞かせをいただいたところでございます。

それと、採用された高校生が、企業の中でど

のように頑張っていますかと、あるいは私ども

の県立学校の学校教育についての御要望等あり

ませんかということで、あわせてお尋ねをしま

したところ、共通してあったのが、コミュニケー

ション能力といいますか、やはり企業等に入り

ますと、世代も非常に広がってまいりますので、

そういった幅広い世代の人たちとのコミュニ

ケーション能力とか、それから、もう一つは、

何というんでしょうかね。忍耐力というんでしょ

うか、同じような仕事を続けていく上での、そ

ういうところを耐えていく力、こういったもの

はぜひいただきたいと、そういう御要望等をい

ただいたところでございます。

先ほど申し上げましたように、非常に厳しい

ところもございましたので、何とか１人でも２

人でも採用していただけませんか、あるいはこ

れからまた、学校等からも参らせていただきま

すので、今後の検討をよろしくお願いしますと

いったような形で申し上げまして、それについ

ては、まだ引き続き御検討いただくと言ってい

ただいたところもございます。以上のような状

況でございます。

○長友委員 それでは、第二次宮崎県教育振興

基本計画についてお尋ねしたいと思います。

来年の６月の県議会への上程に向けて着々と

今、進んでいるわけでありますけれども、宮崎

県を取り巻くさまざまな社会情勢といいますか、

そういう中から今回の一般質問でも教職員の資

質向上の部分と自立した社会人・職業人をはぐ

くむ教育の推進、この２点について、その一部

に質問をさせていただいたわけでありますけれ

ども、非常に条件不利地域の宮崎県、１つは、

人情の豊かさとか、あるいは風土の自然等のよ

さとか、さまざまいい面も持っているわけであ

りますけれども、一方では、産業にとりまして

は条件不利地域と申しますか、そういう中に本

県があるわけですが、これは総体的に相当な底

上げをやらないと、本県の飛躍的な浮上という

のはなかなか考えられないと思うんですね。

だから、教育というのが、いかに人づくりと

いうのが重大なことかということを私は今考え

ているところでありますけれども、したがって、

まず、教職員には本当に資質の底上げをお願い

したいというのが一般質問での一つのお話でご

ざいました。

それで、具体的にちょっとお聞きしますけど、

自立した社会人・職業人をはぐくむ教育の推進

というところでキャリア教育の推進というのが

ございますけれども、例えば、具体的な一つの

イメージでも結構ですけれども、どういう感じ
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でそういうキャリア教育を進めていかれるのか、

まず、それをちょっとお伺いしたいと思います。

○吉村政策企画監 キャリア教育の推進という

ことでございますけれども、例えば、インター

ンシップ等につきましては、産業系の高等学校

で盛んに今、ほとんどの学校で行われていると

ころなんですけれども、これが小学校、中学校、

高等学校と通して望ましい勤労観ですとか職業

観をはぐくむという意味でのキャリア教育を推

進していくと、そういう12年間を通した指導計

画等の作成をすることがまず必要ではないのか

なというふうなことを思っております。

それから、先ほども少し申し上げましたけれ

ども、やはり基幹産業である農林水産業の担い

手、あるいは物づくり産業の担い手をつくると

いうような観点から、これまで以上に産業界等

との連携を図りながら、そういう学習機会の充

実・提供ということにつきましても進めていか

なければならないと思っているところでござい

ます。

○長友委員 そこでもう一点ですね。こういう

のを入れていいかどうかわかりませんけれども、

そこの中に、今から大事になってくるのは、い

い物つくったりとか、そういうのはあるんです

けれども、宮崎県に欠けているのは、マネジメ

ントの能力というか、これを本当に持った人間

というのを農業の分野であれ、漁業の分野であ

れ、つくっていかなくちゃいけないと思います

ので、そこらあたりの養成を、どういう形でそ

れを教育に入れられるかわかりませんが、そう

いう感覚を持った教育というのも一つは大事

じゃないかと思うんで、そのあたりもちょっと

研究していただければありがたいがなと思いま

すけれども。

○満行委員長 要望でいいですか。

○長友委員 そうですね、何かこれについて、

教育長等、お考えがあれば……。

○渡辺教育長 委員のおっしゃるマネジメント

能力というのは、具体的にイメージできないん

ですけれども、経営感覚というか、そういう視

点でよろしいでしょうか。

私は、初めから、皆さん、我々も含めてそう

なんですけど、すべてが経営能力が備わってい

るわけではなくて、これは学習を通じて鍛えら

れていくんだと思います。あるいは社会人とし

て仕事をする中で鍛えられていく部分が非常に

大きいと思います。そういう意味で、私どもが

一番今考えていますのは、特に、今の子供たち、

見てみますと、ある種豊かな時代を迎えて、自

立心というんでしょうか、そういうところが弱

くなっているのかなという気がしています。そ

ういう広い意味も含めて、セルフマネジメント

も含めて、鍛えていかなきゃいけないという部

分と、それからもう一つは、これは特に、農業

について私は思うんですけれども、生産現場と

食卓とが非常に遠くなっているという感覚を

持っています。

ですから、そういった形で、実社会とのかか

わりを持たせることによって、社会事象に対す

る興味、関心というか、そういったことを喚起

していくような、実社会とのつながりを大事に

した教育というのは、文字どおりキャリア教育

ということになると思うんですが、そういう学

習実践を通じて、子供たちに、みずからマネジ

メントしていく能力というか、それが広い意味

では将来的にも世の中に貢献する力を育てるこ

とになるんではないかなというふうに思ってい

ますので、現段階では、私自身としては、そう

いったことに力を入れていきたいなという希望

を持っています。以上です。
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○長友委員 ひとつよろしくお願いしたいと思

います。これはスポーツに秀でるにしろ、ある

いは文化面に秀でるにしろ、いずれにしても、

全国相手に伍して戦えるような、そういうふう

な力もつけていかなくちゃいけないと思いまし

てですね。それも一種のマネジメントになるか

もしれませんけれども、本当にもっともっと全

国、雪国とかで厳しい県もあって、そこの県が

どういう気質といいますか、根性といいますか

ね、それで勉学にいそしんできたかとか、そう

いう先例もあろうかと思いますので、宮崎県、

何とか食ということに関してはつないでこれた

かもしれませんけども、それプラスもう一つ必

要なものがあろうかと思いますので、よろしく

お願いしたいというふうに思います。それぐら

いでいいでしょうかね。

だから、この計画をつくるに当たっては、本

当に宮崎県を大改革するぐらいの、その教育像

をつくるんだというぐらいの思いで、今回は取

り組んでいただきたいということを御要望して

おきたいと思います。

○萩原委員 教育長、総合計画の中で、「未来を

切り拓く、心豊かでたくましい宮崎の人づくり」、

たくましい心、たくましい体をつくるのを、具

体的にどんなことを想定されていらっしゃるの

かなと思って……。私は、いつも切磋琢磨とい

うことを言うんですけれども、とみに運動会な

んかでよく問題になっております「みんな仲よ

く走ろう」というようなところがあって、今の

プロ野球でも、プロゴルファーでもほとんど韓

国人がトップ、モンゴル人がトップに君臨して

おります。今の学校の教師の皆さんも豊かな社

会で育った先生が多いんだと思うんですよね。

昔の私どもの古い時代は、芋の子を洗うように

ということだったんですけれども、そういう環

境で育った先生が少ない中で、たくましい体、

たくましい心、そして切り開く精神力というの

を、どういう方法で学校現場で子供たちを教育

していくのか、そこが私は一番大事なところじゃ

ないかと思うんです。いかがなものでしょうか。

○渡辺教育長 非常に難しい御質問なんですけ

れども、先ほど長友委員の質問にお答えしまし

たように、今、これは私どもというか、私自身

の経験も踏まえてのことなんですけれども、我々

の幼少時代、あるいは小学校時代、中学校時代

を振り返ってみますと、たくましさがあったな

と思っています。今、お話にありましたように、

芋の子を洗われるようなうような状況のもとで、

もまれながら育ってきたのかなというふうに

思っています。現在、少子化という時代の中で、

子供たち一人一人が大事にされているというん

でしょうか、そういう傾向があるんではないか

なと思います。

そういう中で、昔型の教育に戻すということ

は絶対数が少なくなっていますのでできません

けれども、どうやって、どういう手段方法を講

じて、そういう自立した、たくましい子供たち

を育てていくかと、そういう視点が一番大事な

ことかなと思っています。そういう意味では、

これは親の教育にもつながってくるんですけれ

ども、今の子供たちからそういう自立心という

か、自分で生き抜く力を育てていくような取り

組みというのが必要だと思うんですね。

今、私どもが一生懸命取り組もうとしていま

すのが、子供だけでつくる弁当の日の取り組み

というのがあります。これは、要するに、親が

一切手伝いをしないで、子供だけで献立を考え

て、自分で買い出しあるいは家庭菜園でもいい

んですけれども、そういったところから野菜等

とってきて、それをみずから調理をして、味つ
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けをして弁当箱に詰めていただくと、これはま

さしく生きる力のすべてが入っていると思って

います。知徳体の上にみずから考えて、判断し

て、表現する力、これが一番、今、必要とされ

ている力じゃないかなと思います。そういうふ

うな具体的で実践的な取り組みを積み重ねてい

くことが私は大事ではないかなと思っています。

いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、

それも一つの有効な方策ではないかなというこ

とで、今、真剣に取り組みを進めているところ

でございます。以上です。

○萩原委員 これは難しい話なんですけどね。

私も含めてですけれども、人間が生きていく上

のささやかな哲学、ささやかな宗教心、そうい

うものもやっぱり学校現場で、もうちょっと具

体的にやっていく必要があるんじゃないかなと

思うんですね。というのは、この前、美郷町の

病院、西郷病院の金丸先生、この先生もおっ

しゃったんですけれども、今、ドクターが非常

に偏在しておりますよね。２年間の研修がある

わけですけれども、結局、ドクターとしての使

命感といいますか、人間としてこうあるべきだ

というところにちょっと欠けてきておるんじゃ

ないかなと、非常に卑近な言い方かもしれない

けれども、例えば、２年間を徴兵制みたいな格

好で、２年間はいわゆる過疎地域に全部、例え

ば２年のうちの１年は過疎地域に全部ドクター

を回すと、そして、総合医みたいなドクターを

つくっていくと、そういう方法でもとらない限

り、ドクターの偏在は、みんな自分中心の人と

は言わんけれども、いわゆるそもそもこの職業

についたもともとは何なのかと、自分個人が豊

かな生活を送るためにドクターを選んでいった

のか、地域社会に少しでも役立とうと思ってド

クターを選んだのか、その辺の哲学に欠けるん

じゃないかなと、それをやっぱり出ております

家庭教育の充実とかありますけれども、何たっ

て 豊かな世界で育ったお父さん、お母さんです

から、前も一回言ったことがありますけれども、

体だけは大人になって、精神的には大人になり

切ってないＰＴＡが―ＰＴＡと言ったらいか

んかな、そういう親が非常に多過ぎるというこ

とを、あるとき、校長が私にも話したことがあ

りますけれども、そういう面も含めて、もう少

し人間、かく生きるべしというようなところの、

たくましい心、たくましい体というのは、そう

いうことも含めて、先生たちが一緒にやってい

かないかんのじゃないかなと、私は、子供が不

幸な人生を送ろうと思えば、甘やかしなさいと、

みんな仲良くを一生懸命進めなさい、それが子

供の不幸を招くんですよ。やっぱり子どもの幸

せを思えば、叱咤激励して競い合わせて、本当

のたくましい心、たくましい体をつくっていか

ないと、孫子の時代はその子供たちの不幸につ

ながる、私はいつもそう思うんです。

最近は、学校の先生方が学校現場が余り忙し

過ぎる、何だかんだ出す書類も多過ぎる。放課

後でも子供たちと交わる機会が非常に少なく

なってきた。今の世の中の流れなのか、それが

いい流れだったらいいけれども、余りいい流れ

じゃないんじゃないかなと、前は、学校が例え

ば地域のコミュニケーションの場であったり、

運動会なんていったら、一つの地域のお祭りだっ

たんですよ。今は、やれ、たばこを吸うな、酒

を飲むなと非常にかた苦しい世の中にあんまり

なり過ぎておるんじゃないかなと思うんですよ。

それと、ついでに言いますけど、これも今の

学校現場からいうとなじまないんでしょうけれ

ども、学校の試験のたんびに大体ベスト50ぐら

い名前を張り出されておったもんですよ。そう



- 25 -

いうのがあるからたくましくなってくるんです

よ。あれは数学びんただと、あれは頭はあんま

りよくないけど、絵を書かせたらナンバーワン

じゃどと、この男は運動会になるといつも全部

賞品をかっさらうと、そういうような、お互い

が痛みを感じたり、そういう悔しさを感じたり

するような現場に何でできないんだろうかなと、

僕は、いつも思うんですけどね。「いや、それは

古いからですよ」と、教育なんていうのは古い

も新しいもないんですよ。二千何年前の論語が

今の世の中でも通用するわけですから。そうい

うことを教育現場で―これは文科省の言うと

おりしなきゃいけないのか、県の教育委員会で

基本方針をぱっと出せるのか、そういうところ

をひとつ真剣に考えてほしいなと、もう行く末

が、私どももあと十年生きるかわからんから、

そういうことを思うんですけどね。私の話は、

余り時代に逆行してますかね。

○渡辺教育長 このたびも大変高遠な、高邁な

お話を聞かしていただきましてありがとうござ

います。

そうですね、やっぱり萩原委員がおっしゃり

たいのは、たくましさの世界だと思います。た

だ、これだけ世の中が豊かになってきますと、

どうしてもやっぱり不自由、不満足がないとい

うところもあるのかなと思います。不自由、不

満足があるから努力しようという気持ちが起

こって、何とか今の状況を脱しなきゃいけない

ということでの一種のハングリー精神みたいな

のが培われてきたのかなと思います。そういう

中で、今、豊かな時代を迎えて、これからどう

いった形で本当にたくましい子供たちをつくっ

ていくのかということが一番大事なことで、私

も全く同感だと思います。

ちょっと先ほど私、弁当の日の取り組みをお

話し申し上げましたけれども、ある方が、道徳

というのは３つの要素が必要だということを

おっしゃった方がおりました。それは１つには

普遍性があること、２つ目には具体的であるこ

と、それから３つ目には日常的であること、こ

の３つが道徳実践の要件だというふうに喝破さ

れた方がおりますけれども、そういう意味で、

私が先ほど御紹介申し上げました弁当の日の取

り組みというのは、まさしくその３つの要件に

私は合致していると思います。

ですから、私は、当面は、これにかなり力を

入れてやっていきたいと思います。そういう中

で、子供たちの自立心が確かに培われると思い

ます。それから、親自身の成長も私は期待でき

ると思います。というのは、やはり子供が少な

くなってきますと、どうしても甘やかしがちな

ところが出てきますので、何でもかんでも先回

り、先回りして親が用意してしまう。これは私

自身の反省も含めてそう思っているんですけれ

ども、そういうことがあります。

それから、これは例示的に、よく弁当の日を

提唱された方がお話しされていることなんです

けれども、子供が弁当をつくって卵焼きをつく

るとしたならば、その卵焼きを弁当箱に入れる

のは２切れか３切れにしかならない、残りが必

ずあると、その残りはどうするかというと、捨

てるわけではないと、必ず朝の食卓に出てくる

んだと、それをお父さん、お母さんがいただく、

あるいはじいちゃん、ばあちゃんがいれば、じ

いちゃん、ばあちゃんも食べる、子供が感謝を

される、自分がやったことを褒められるという

喜びを味わうことができる、そうすると、親御

さんやじいちゃん、ばあちゃんにとっても孫の

成長を目を細めて見ることができる、そういう

意味で家族のきずなが深まる、あるいはこれま
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でばらばらであった家族が一つになるきっかけ

になる、そういう意味でのきずなと言うんでしょ

うかね、そういったものが醸成されるんではな

いかなと思っていまして、まさしく私は、その

３要素を兼ね備えていると思っていますので、

当面は、これに集中して、全県下に広めたいな

というふうな野望を今、抱いて頑張っていると

ころであります。以上です。

○満行委員長 休憩いたします。

正午休憩

正午再開

○満行委員長 再開します。

質疑が終わっていませんが、ここで一たん休

憩をし、13時10分再開といたします。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時９分再開

○満行委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りいたし

ます。

宮崎市の松元史年氏から、執行部に対する質

疑を傍聴したい旨の申し出がありました。議会

運営委員会の確認・決定事項に基づき、先着10

名に限り許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時10分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

傍聴される松元さんにお願いいたします。

傍聴人は、受け付けの際にお渡ししました「傍

聴人の守るべき事項」にありますとおり、声を

出したり拍手をしたりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍

聴してください。また、傍聴に関する指示には、

速やかに従っていただくようお願いいたします。

それでは、その他の報告事項について、引き

続き質疑をお受けいたします。

○長友委員 それでは、せっかくですので、先

ほどの「宮崎県教育振興基本計画」、今からつく

られるということで、ひとつ力を入れてお願い

したいという発言をさせていただきました。そ

こで、この施策の目標の中の２番目、「生きる基

盤を育む教育の推進」と、こういうことであり

ますけれども、小学校に英語教育が導入される

ことになろうかと思います。このことについて

は、確かに母国語は大事なことでありますけれ

ども、諸外国の英語教育と比べて、諸外国とい

うのは本当に子供たちがスムーズに英語を話せ

るというわけですね。だから、１週間に一度の

英語教育でいいのかどうなのかと。それを２つ

に分けて、１週間に30分ずつ２回ぐらいにでも

できないものかというお話等も新聞で見させて

いただいたところでありました。

それからもう一つ、先ほど「国際化や技術革

新等の進展の中で通用する力を育む教育の推進」

の中で、ＩＣＴあるいは産学官との連携という

お話がございました。つい最近のテレビの報道

であったわけですけれども、コンゴという国が

内戦で非常に荒廃してしまったわけですね。そ

れで、今、復興しようとしておりますけれども、

そのかなめに何を持ってきたかといったら、こ

のＩＴ立国を目指すということを持ってきたわ

けです。しかも、やっぱり資源がない、資源も
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乏しい国だということで、そういう方向づけを

して、今それが急激に進み出したわけですけれ

ども、宮崎ならではの教育、ちょっと角度が違

うかもしれませんけれども、どうせやるのなら

ば、それぐらいの特色とか腹を持って、ＩＣＴ

教育なんかもやるならやると、英語教育もやる

ならやると、それぐらいのことができないのか

どうなのか。行政の中に仕組まれていますから、

勝手なことはできないのでありましょうけれど

も、そういうことに関して何かお考えがあれば

伺いたいと思います。

○山本教育次長（教育振興） まず、小学校の

外国語活動の件でございますけれども、来年度

から正式に実施されるということでございます

ので、今は予行の段階でございますが、県内ほ

とんどの小学校で、英語活動、外国語活動に取

り組んでいるところでございます。理論的に言

うと、多分長友委員が言われたのは、国際大の

隈元学長の話を引用されたのかなというふうに

思っているんですけれども、年間35時間をやる

ことは規定されておりますので、45分を例えば

２つに分けるということは、物理的・理論的に

は可能だと思うんですけれども、小学校におき

ましては、例えばＡＬＴとか学級担任以外の人

をサポーターにして来てもらっている部分が

あったりして、それが物理的に可能かどうかと

いうのは市町村によって違うのかなというよう

な状況でございますので、これらを含めまして、

来年度から正式になされますので、その様子を

見ながら研究といいますか、見ていきたいとい

うふうに思っております。

○長友委員 ＩＣＴに対する考え方は何かあり

ませんか。

○飛田教育次長（教育政策） 今までの変化の

枠組みとこれからの変化の枠組みというのは、

大きく違うと思うんですね。例えば、日本の企

業の雇用状況にしても、今までは日本の中の問

題でしたけど、日本の企業でありながら外国人

を雇用していくというような時代、それから、

少子化とか高齢化についても、例えば、20年先

には宮崎で20万近くの人が減るだろうという予

測の中で、延岡市と日向市がなくなるぐらいの

予測の中で、どう教育の枠組みをつくっていく

かと。だから、そういうことを踏まえながら、

午前中の話題でもいっぱいありました。宮崎は

条件は厳しいじゃないかと、いろんなことにお

いて宮崎には課題があって厳しいじゃないかと。

だけど、課題があれば、その課題を解決する方

向で我々が動くことが一つのモデルとなり得る

と。そんな気持ちで、具体的にここをこうやれ

るということは今明言することはできませんが、

そういうような気持ちで、プランをつくってい

る職員にはいつも策定委員会でお願いをしてい

るところです。以上でございます。

○長友委員 いずれにしろ、グローバル化とい

うか、これは避けて通れないし、ＴＰＰの問題

等でもありましたけれども、例えば本県農業を

外に出すとしたときにも、諸外国、相手国を知

らなくちゃどうにもならないですね。そこには

語学という壁があるわけです。だから、語学に

関しての話も一回させてもらったことがあるん

ですけれども、制約のある教育現場の中でも、

そのような意識を持ちながら、本当にできるだ

けそういう時代に柔軟に対応できるような子供

の育成というか、その基礎の部分というのは大

いに意欲的にやってもらいたいと、こういうこ

とをちょっと要望しておきたいと思います。

○萩原委員 午前中もいろいろ非常に古い持論

を展開したんですけれども、もう一つ古い持論

を。小中学校の教育の中で、読み書きそろばん
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というのは、どのぐらいの比重で、パーセント

は難しいでしょうけれども、どういう認識を

―読み書きそろばんというのは、私は、そろ

ばんは実際は使わないけれども、知能を上げる

上で非常にそろばんというのは高いものがある

と思うんですね。今、そろばん塾とか、そうい

う塾頼りなのか、学校では読み書きそろばんと

いうのは、どの程度認識を持っていらっしゃる

のか、その辺をちょっと伺いたいんですけど。

○山本教育次長（教育振興） そろばんにおき

ましては、小学校の算数の授業におきまして、

そろばんを使って、要するに四則演算といいま

すか、計算の仕組みといいますか、それから和

算といいますか、関孝和がつくった和算があり

ますけど、日本のよき伝統ということも含めま

して、授業を行っているところでございます。

読み書きに関しましては、国語科を中心に、ま

ず要するに、今回常用漢字のあれがありました

けれども、小学校、中学校において、少なくと

も新聞記事が読めるような力を育成しなくちゃ

いけないということで、国語科を中心に授業が

なされているところでございます。

○萩原委員 この前、２～３日前の新聞だった

と思うんですけど、これから中国、大国を相手

にしていろいろやるときに、中国語というのは、

いわゆる書が非常に進んでいるわけですが、日

本人はどっちかというと書が下手なんですよね。

僕もあんまり上手なほうじゃないけれども、そ

ういう書の上達がないと、中国との関係でいろ

んな書簡を交わす間で、非常にレベルが低く見

られるそうなんです。だから、書というのは、

ある意味では非常に大事じゃないかなと。そう

いうのは、書道も、僕もそれこそ幼少のころ

ちょっと習ったぐらいですけれども、その程度

なんですが、それは昔と変わらんのですか。書

道、書はどの程度なんですか。

○山本教育次長（教育振興） 書道に関しまし

ても、例えば中学校においては必修科というこ

とでなされておりますので、中学校において書

道の授業は、書写という時間の中でなされてお

ります。小学校においてもそうであります。

○萩原委員 ついでだからもう一つ、私は、皆

さんもそういう認識だろうと思うんですけれど

も、国際人になるということは、まず自国の歴

史を知るということ、自国の言葉を、漢字を、

すべてとは言わんけれども、それなりの一定の

レベルにいかないと、いって初めて、いろんな

英語だとか中国語だとか外国語を身につけて、

外国と折衝することが国際人だと思うんです。

ところが、外国の人に言わせると、日本人の人

たちは自分の国の歴史をほとんど知らない。そ

ういう歴史とか地理とかいうことに対して、大

学とかいうのは専攻科目からほとんど外されて

いるところが多いみたいですけれども、歴史、

地理というのに対して、義務教育から高等学校

教育で結構ウエートをかけてやっているんです

かね。

○山本教育次長（教育振興） 例えば今回の学

習指導要領の改訂に伴いまして、例えば中学校

の話をさせていただきますと、中学校の社会科

の時間が従来295時間だったのが350時間になっ

たということで、特に近現代史あたりを中心に

授業をふやしていったというような流れがござ

います。地理に関しましても、例えば教科書の

レベルの話をさせていただきますと、我が国の

領土ということに関しましては、しっかり地理

の教科書の中では学習するようになっておりま

す。

○満行委員長 その他の報告事項について質疑

はございませんか。
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では次に、その他の事項について移りたいと

思います。まず、高校再編について質疑をした

いと思います。委員長からお尋ねしたいと思う

んですが、平成25年度から新たな高校再編計画

になるんだろうと思いますけれども、これまで

の経過、経緯について総括的にお尋ねしたいと

思いますので、お答えいただきたいと思います。

○児玉学校政策課長 昨年平成21年度、そして

ことし22年度、２年間にわたりまして、宮崎県

学校教育改革推進協議会のほうで、今後の高等

学校教育改革についてということで、いろいろ

と意見をいただいているわけなんですけれども、

その中で、少子化による生徒減少に対する対応

について、もう一つは多様な生徒のニーズに対

する対応、そしてもう一つが高等学校入試制度

の今後のあり方、このことについて、今２年間

にわたって御意見をいただいてきております。

この改革推進協議会の下には、県内７地区での

各地区別の協議会、また入試検討の委員会、そ

ういった委員会等も置かれております。この教

育改革推進協議会のほうから、本年度末に協議

のまとめという形で、これまでの出てきた意見

等をまとめたもの、こういったものをいただく

ということになっておりまして、これにつきま

しては、２月の常任委員会で御報告したいとい

うぐあいに考えております。これは、決して拘

束力のあると、諮問すれば答申ということがあ

るわけですけれども、このような諮問・答申と

いう形ではありませんで、御意見をいただいて、

それを参考に今後、私どもが計画を定めていく

というものであります。この協議のまとめを本

年度末に受けまして、２月の常任委員会で御報

告した後に、県教育委員会のほうで再編整備計

画の案を作成していきたいと考えております。

これにつきましては、来年の７月までには案を

作成しまして、それにつきまして、またこの常

任委員会のほうに御報告して、またいろいろと

御意見をいただきたいというぐあいに考えてお

ります。最終的な計画につきましては、さらに

この案について県民の皆様方から御意見をいた

だいた後に、23年度末、24年の３月までになり

ますけれども、常任委員会に御報告した後、発

表したいなというぐあいに考えているところで

あります。以上であります。

○満行委員長 ありがとうございました。高校

再編について質疑はございませんでしょうか。

なければ、その他で、萩原委員、お願いしま

す。

○萩原委員 ９月の議会、口蹄疫が発生したと

きに、高校・大学生のいわゆる授業料減免につ

いてお願いをして、県外の大学にもお願いして

おったわけですが、その状況の話と、それから、

今度新年度の高校あるいは大学でも結構ですが、

入学手数料等の減免ができるのかどうか、その

辺はどうなんですか。

○児玉学校政策課長 萩原委員のほうから御指

摘がありまして、その後、県の教育委員会のほ

うから、文部科学省あるいは全国の大学の協会

のほうすべてに、口蹄疫で被害をこうむった子

供たちについて何らかの配慮をお願いしたいと

いうような文書を発出しまして、それぞれの大

学において、前向きに検討して、今現在、取り

組まれているところがたくさん出てきておりま

す。本当にありがとうございました。今度、教

育委員会といたしましては、宮崎大学のほうで

入学者選抜の受験料、こちらのほうについて、

口蹄疫の被害に遭った農家の子供であるとか、

あるいはその影響でやむなく職がなくなった

方々の子弟、子供に対して、受験料について免

除するというようなことが宮崎大学のほうから
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出ておりましたが、私どものほうも、今度の高

校入試、来年の２月に推薦入試、３月に一般入

試が行われますけれども、こちらのほうで、受

験料１人が2,200円でありますけれども、この受

験料についての免除を、手数料ですけれども、

行う方向で今現在、検討を進めているところで

あります。

○福永財務福利課長 大学生等に対する修学支

援策についてでございますけれども、県内の大

学、短大、高等専門学校11校のうち、今９校で

授業料減免の制度を設けております。それから、

県外の大学等の主な修学支援策についてでござ

いますけれども、まず、相談窓口を設置した大

学が全国で10大学です。それから、授業料等の

免除を行っている大学が、国立高等専門学校50

校ございますけれども、それを加えまして、64

校で行っていただいております。それから、大

学奨学金の貸与等につきましては、６校で今設

置をしてもらっております。以上でございます。

○萩原委員 対象者が少ないでしょうから、ひ

とつ、就職しておっていわゆる職がなくなった

人たち、補償とか何とか後でまた再開する人た

ちはそう逼迫していないだろうと思うんですけ

れども、そういう失業した家庭の子供たちを非

常に教育で悩ますようなことのないように、対

象者も少ないでしょうから、全力で取り組んで

いただきたいと思います。

○長友委員 口蹄疫の話が出ましたので、昨日、

韓国でまた新たに豚あるいは牛について口蹄疫

が発生したという報道がございました。県の所

管する部門では、早速その対応がなされたわけ

ですけれども、教育委員会等に対して、何かそ

の辺の通達というか話なり、そういうものはな

かったのかどうか。教育委員会としても、口蹄

疫に関して、さまざまな影響が及んだところで

ございますので、いたずらにいろんな心配をす

るというのはよくないかもしれませんけど、せっ

かく農業高校等が畜産を再開できるという状況

になってきたわけですから、これまた非常に大

きな、万が一また入ってきたら、これは大変な

ことになりますので、ちょっと心配しておりま

すが、その辺どうなのかお伺いをしたいと思い

ます。

○児玉学校政策課長 口蹄疫が韓国のほうでま

た発生したということで、本当に心配している

ところであります。高等学校等が韓国と関係す

ることとしまして、韓国への修学旅行が予定さ

れておりまして、この修学旅行について、当初

は北朝鮮からの砲撃というのが起こりましたの

で、そのことからの対応ということを考えてい

るところに、さらにこの口蹄疫という情報が入っ

てまいりました。今、県内で12月に修学旅行を

予定している学校が３校ございます。この３校

とも保護者会等を開いて、既に国内の修学旅行

に変えるという形で、保護者会でもそういうぐ

あいに了解いただいた学校が１校、そして今夜、

保護者会のほうで意見をいただいて決定すると、

方向性としてはやはり、１校もう延期というこ

とにしておりますので、中止とか延期というよ

うな方向になるのではないかなと思いますけれ

ども、そういうような方向で、韓国への修学旅

行、そういったものについては、今、自粛する

というような方向で動いているようであります。

○長友委員 非常に生徒にとってもかわいそう

なことなんですけれども、万やむを得ないかな

というふうに思います。それと同時に、直接の

所管の部門ではないんでしょうけれども、とに

かくこの口蹄疫に関しては、水際でとめるしか

ないと思うんですね。そこが破られたら、もう

農家の畜舎の前でとめるしかないわけです。だ
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から、国、県、そこらあたりの本当の意味での

防疫体制の強化というか、これが考えられるわ

けですが、教育長等も県の重要な会議に出席さ

れる機会が多いと思いますので、機会がありま

したら、その辺のことを初めとしながら、ぜひ、

県のほうにも万全な対策を施すようにというこ

とでお願いをしていただきたいと思います。こ

れは要望にしておきます。

○福永財務福利課長 今お話しの件につきまし

て、実は昨日付で畜産課長のほうから各担当者

のほうに通知文がありまして、その通知文の中

を見ますと、部外者の農場への立ち入りを制限

しましょうとか、畜舎の消毒などで出入りする

人、車両の消毒を必ず実施しましょうとかいっ

たような取り決めがなされておりまして、この

文書におきまして、全県立学校に周知を図って

いるところです。それから、鶏につきましては、

都城農業高校のほうで飼育しているんですけれ

ども、約700羽おりますので、そこ辺も含めまし

て、周知徹底を図っていきたいと思っておりま

す。以上でございます。

○長友委員 小中学校との連携も、市町村の教

育委員会との連携も、ひとつよろしくお願いし

ておきます。

○松田委員 ３点お伺いします。１点目は「家

庭の日」、２点目が中学武道必修化、３点目が五

ヶ瀬町のＧ授業、こちらのほうを伺います。第

３日曜日「家庭の日」ということで設けてあっ

て、知事の顔写真の入ったポスターも配布して

あるんですが、ところが、地域ではこれがなか

なか履行できません。その一番の理由が、地域

で一番原動力のある中学生が部活が忙しくて、

どうしても第３日曜日も子供たちは家庭に不在

ということです。先ほど教育方針の中にあった

ふるさと学習やなんかのことを考えても、せっ

かく「家庭の日」だということを提唱しても、

中心になる子供たちが家庭におらせようと思っ

てもおれないんだ、当然部活動は先生方の意向

が強うございますし、またＰＴＡが学校に申し

入れをしても、それぞれの温度差があるんです

けれども、せっかく県が第３日曜日は「家庭の

日」だということを提唱しているので、その辺、

県として、一律にこの日はみんなが休んで家庭

に戻りましょうとかいうふうなことを教育の現

場から提唱はできないものかお伺いしたいと思

います。

○興梠生涯学習課長 「家庭の日」の取り組み

でございますけれども、家庭教育の向上であり

ますとか充実という意味では、大変意義のある

ことだと思っております。ＰＴＡにおきまして

は、私どもが所管しますＰＴＡですが、単位Ｐ

ＴＡあたりでは、一つそれを大きな目標に掲げ

て取り組んでおられるところはありますけれど

も、県全体では、まだそういうふうな形にはなっ

ておりません。ただ、県組織であります県のＰ

ＴＡ連合会におきましては、家庭教育の推進及

び心の教育の充実という目標を掲げておりまし

て、その中で「家庭の日」等を通して家庭のあ

り方について啓発に努めるというふうな取り組

みをしております。今のお話の件でございます

けれども、家庭の状況でありますとか、それか

ら就労環境の問題等々ございまして、県のほう

で一律的にそれを定めてしまうというのは、

ちょっと難しい部分があるのかなと私どもは考

えております。ただ、ただいま申し上げました

ように、家庭教育の振興という意味では非常に

重要なことでございますので、主管部局であり

ます福祉保健部あるいはＰＴＡとも連携をとり

ながら、できることはやってまいりたいという

ふうに考えております。先ほど教育長のほうか
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らありましたような「弁当の日」の取り組みと

か、ああいったことを具現化する形で進めてま

いりたいとは考えております。

○松田委員 ありがとうございます。部活のあ

り方なんですが、各校、特に中学校の運動部と

いうのは大変盛んで、ありがたいことだと思う

反面、やはり先生方の意欲によって部活の時間、

確かにテスト前とかは部活休止期間があります

けれども、今言った第３日曜日でありますとか

地域のお祭りのときやなんか、どうしても中学

生の手がかりたいときでも、先生のほうの同意

が得られずに、部活が休みにならんものだから、

おみこさんを担ぐ子がおらんとか、あるいは家

庭に子供がいないということを聞いております。

これは学校長に言っても、学校長もなかなかそ

れぞれの部活の顧問に言いづらいというような

現状があるように聞いております。その辺、一

回調査をいただいて、部活動のあり方、それは

ふるさと教育、地域教育も含めて、部活動の機

能を一回ごらんいただけたらありがたいなと思

います。

２点目、中学武道の必修化についてです。先

日、県の武道協議会、こちらのほうが声明を出

して、再来年度から必須化になる中学武道に対

して、啓発等々取り組むという報道がなされま

した。これは県のほうとどのような連携がとれ

ているのか。また、中学武道必修化に対して、

今、宮崎県はどのような取り組みをなされよう

としているのかお教えください。

○川崎スポーツ振興課長 武道の必修化につき

ましては、平成24年度から中学校で必修化され

ますけれども、それに向けまして、新学習指導

要領の趣旨の徹底を図りますために、平成21年

度から中学校の保健体育担当教諭に対しまして、

武道における指導方法、それから工夫改善や指

導計画上の留意点等につきまして指導を行って

いるところでございます。また、指導者の資質

向上を図るためにも、武道講習会を毎年開催し

ております。本年度は、柔道、剣道に加えまし

て、なぎなたについても実技講習を実施するこ

ととしております。また、今回、武道協議会の

ほうから、現場の中学校のほうに出向いて指導

者を派遣するというような決議をいただきまし

た。各武道の競技団体の中央のほうにおきまし

ても、学習指導要領にのっとった形で、各競技

団体の方々が現場に指導に行く、そういったマ

ニュアル等をつくっていただいて、準備をして

いただいているところで、そこらあたりとの連

携も今後図っていくということになるかと思い

ます。以上でございます。

○松田委員 武道の競技に関しては、学校単位

で選択するということですから、上から決める

ことではないんでしょうけれども、例えば宮崎

県でしたら四半的があって、これは弓道かと思っ

たら焼酎飲みの遊びだからスポーツじゃないと

いうこと、高千穂のほうは郷土芸能で棒術とい

う、芸能というよりは棒をかけ合わせて武道か

ら発生した芸術なので、これも武道かと思った

ら武道の範疇に入らないということだったんで

すが、さはさりとて、学校現場に任せておきま

すと、どうしても習得、選択する競技は、一番

お金のかからずに今ある施設を利用する柔道と

かが多いように聞いておりますが、その辺バラ

ンスよく県内でも、例えばこういうすべての武

道を履修できるようにとか、そういった配慮等々

は県の教育委員会のほうで全くなされないもの

なんでしょうか。

○川崎スポーツ振興課長 中学校、高等学校に

おいて、多少違いますけれども、特に中学校に

おきましては、学習指導要領の中に、柔道、剣
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道、相撲、この３つが例示されているところで

ございます。ただ、しかし、地域や学校の実態

が違いますので、それに応じまして、武道につ

いても履修できるということは、私たちもそう

いった指導はしているところでございます。以

上です。

○松田委員 この件で最後なんですが、武道の

必修化と同時に、ダンスも必修化になるんだそ

うですが、これも同時に学校でも皆ダンスを習

うようになるわけなんでしょうか。

○川崎スポーツ振興課長 そのとおりでござい

ます。男女雇用機会均等ということで、男性も

女性も平等ということで、女性が得意なんです

けど、最近は男子の生徒もダンスを、今までは

選択しなかったのが、選択する生徒が多うござ

いまして、それは両方とも必修ということでご

ざいます。

○松田委員 では、３つ目の質問で、Ｇ授業と

いうことが教育されていると。五ヶ瀬小の五を

とってＧ授業、これは学級の適正規模は何人か

ということを、財政からじゃなく、子供たちの

立場から考えた仕組みだということで報道され

ておりました。小規模校を１カ所に集めて合同

教育をさせるというようなことで、これは五ヶ

瀬町だけでなしに３市６町、和歌山県、大分県、

宮崎県、広島県、熊本県、福岡県の市町村の教

育委員会と連携でやっているということで聞い

ております。12年までの２年間で授業モデルの

開発を、早稲田と東京大学、京都大学でつくる

大学発教育支援コンソーシアムというところと

共同でやっていくという新しい授業改革だと聞

いておりますけれども、これは教育委員会にお

いては、どういう位置づけで見られているのか、

あるいは、この動きをもっと県内でも進めよう

とする動きがあるのかお聞かせください。

○山本教育次長（教育振興） まず、ちょっと

確認をしておきたいと思いますが、Ｇ授業とい

うのは、今、松田委員がおっしゃったとおり、

五ヶ瀬の五をとりましてＧ授業でございますが、

五ヶ瀬で取り組んでおりますのは、こういうＧ

授業といいますか、少人数を武器にして、いろ

いろ学級編制をしているということと、もう一

つは、今ちょっと話がありました協調学習とい

うのがありまして、その協調学習を国富と宮崎

市で一緒にやられているということでございま

す。問いでございますけれども、五ヶ瀬町で取

り組んでいらっしゃることについてでございま

すが、小さいことは弱みではないと考えた日渡

教育長の、弱みを強みにしていく非常にユニー

クな教育だというふうにとらえております。絶

好のチャンスでございますので、御紹介をいた

しますと、椎葉村も小規模校がたくさんござい

まして、実は椎葉小学校の隣に椎葉の「夢織り

の館」というのがございまして、これは２年前

に渡辺教育長にも視察をお願いしたところでご

ざいますけれども、６つの小学校が年間５回ぐ

らい、５時間集まりまして、１年生から６年生

がそれぞれ学年別に集まって、小規模校ではな

かなかできない授業をやっていくということで、

御存じだと思いますが、椎葉は中学校になりま

すと、椎葉中学校で寮生活をする部分がありま

して、なかなかいきなり寮生活にはなじまない

というようなこともありますし、小中ギャップ

ということもありますし、少人数でなかなかで

きない例えば球技とか、そういうことができる

というような取り組みをしておられます。それ

ぞれの市町村で状況は違いますので、いろんな

取り組みをなされているというふうに理解をし

ております。

○松田委員 小規模校が集まって新しい取り組
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みだということで、今議会でも幾つか議論にな

りました高校合併・再編の部分でも、この考え

方、今やっていらっしゃるのは市町村の教育委

員会でしょうけれども、県の教育委員会でも、

これらをベースにして、高校の編成にもその知

恵を生かすことはできないものかなと思ってお

りますが、いかがでしょうか。

○児玉学校政策課長 ただいまの御質問につき

ましては、高等学校におきましても、現在１学

年３学級という小規模校が出てきております。

また今後も引き続き少子化が進行していくとい

うことで、このままいけば２学級の高等学校が

生まれることになるが、そのあたりについても、

このＧ授業を参考にしながら取り組まれてはど

うかというような御質問かなと思います。この

ことにつきましても、今、教育改革推進協議会、

またその下部の組織であります各地区での協議

会、これにつきまして、現行の整備計画の中で

も、ただし書きといたしまして、地域とか学校

種であるとか学校がどこにあるかとか、こういっ

たものについて十分配慮しながらやっていくと

いうぐあいにしておりまして、今後この配慮事

項のあり方についてもどうかということを投げ

かけております。したがいまして、このような

ことも含めた形で、今後、中間の協議のまとめ

が出てくるのではないかと思いますけれども、

２学級の高校となりましたときには、随分そこ

にいろんな特色づくりというものをやっていか

ないと、２学級といいましても、男子１学級分、

女子１学級分となりますので、そうすると、部

活動の種類が非常に限られてまいります。そう

すると、中学生が果たしてその学校に魅力を感

じていくようになるのかと、それでも行きたい

ような学校の特色づくりというのをその場合は

考えなくてはいけないなというぐあいに思って

いるところでありますけれども、なかなか小中

学校のように小規模のままで適切な教育を、社

会に出て行く一歩手前の高等学校として、２学

級が十分かということについては、大変心配な

面はありますけれども、しかし、今後、御意見

を、中間協議のまとめ、こういったものを参考

にしながら、計画を進めてまいりたいと思って

おります。

○宮原委員 きょうも新聞に載っていたと思い

ますが、学校給食費の滞納というのが発表になっ

ていたようですけれども、県内でどのぐらい給

食費の滞納があるかということと、それぞれの

学校で給食をつくる自校方式、そしてまとめて

つくるセンター方式、また小さいところは直接

弁当というのもあるのかなと思いますが、そう

いった比率というのはどういう形、校数がわかっ

ていればそれを教えてもらえませんか。

○川崎スポーツ振興課長 給食費未納の状況で

ございますが、平成21年度、昨年度の状況調査

によりまして、調査を実施したところは419校、

市町村立と県立でございました。未納者のいる

学校が192校、46％でございます。未納者の数

が1,128人、1.1％ということで、全国とほぼ一

緒ということで、未納のある学校が46％という

ことでございます。もう一つ、自校方式とセン

ター方式の割合でよろしゅうございますか。単

独調理場方式が学校数で176校の42.5％、共同調

理場方式が238校の57.5％となっております。

○宮原委員 そこで、今回政権が変わって、子

ども手当というのが支給されているわけですが、

この給食費の滞納というのが前年と比較して、

子ども手当が出たことで大分軽くなったか、払

われるようになったかということがわかればお

聞かせいただけませんか。

○川崎スポーツ振興課長 今、調査が平成21年
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度の給食費の状況ということで、今年度調査い

たしました。その件につきましては、来年度、23

年度に22年度の調査ということで出てくるかと

思っております。私たちも、子ども手当が学校

給食費の未納にどのくらい影響があるのかとい

うことを、関心を持って今見守っているところ

でございます。結果については、来年度までお

待ちいただければと思います。

○宮原委員 結果は来年を待ちましょう。そし

たら、来年、結果が聞けるように頑張っていき

たいと思いますが、実は、自校方式の場合とセ

ンター方式の場合で、お金の流れが違うという

ふうに思うんですよ。というのが、センター方

式で持っていった場合は、皆さん子供たちの数

に応じてお金を納めるので、当然食材は立派な

ものが提供されるというふうに思うんですが、

自校方式になると、多分未納になっているとこ

ろはお金が入ってこないわけですから、要は100

人いるところで90人しか納めていなければ、90

人分の金額で食材を購入しなければならないと

いうことになりますので、地産地消とかいろい

ろ言われている中でありますから、食材の質が

下がるというのを、払っていない子供たちにも

食べさせなならんということになるわけですが、

現状的にそういったところからのクレームとか、

そういったのは現状としてないんですかね。８

年ぐらい前から、こういうのが常に言われてい

た状況があるんですけど。

○川崎スポーツ振興課長 先ほど申し上げまし

たように、未納者数の割合がパーセントでいく

と１％ということで、それによりまして、現在

のところ、大きく献立の中身が変わるとか給食

の質が落ちるとか、そういったところまでは情

報として上がってきておりません。ただ、自校

方式等におきまして、先ほど言われたようなこ

とは懸念されますし、栄養士の方々の献立の立

て方、また食材の調達の工夫、それから中身の

工夫、味つけ、そういったところに十分な創意

工夫がなされているというふうに承っておりま

す。

○宮原委員 どんどん長くなってしまいますの

で、最後にしますが、結果的には1,128人の子供

たちのところが滞納になっているということな

んですが、今度は卒業してしまうと、ＰＴＡの

方たちがいろいろ相談に行くんですが、過去の

ことを引きずってしまうわけにいかないので、

なかなか取り立てに行けないということもあり

ます。私が経験した、８年ぐらい前ですが、３

人の子供さんがいる家庭が滞納してくれるもの

ですから、１軒で１万ずつたまってくるわけで

すよね。そういう状況が続くと、にっちもさっ

ちもいかんという状況になりまして、ＰＴＡの

役員を一番最初に引き受けるまでは、「学校のた

めに頑張りましょう」と言われたんですが、逆

に、引き受けて「おめでとうございます。よろ

しくお願いします」と言われた後には、取り立

てに行ってもらわないかんという話になるんで

すよ。これは皆さんたちも多分経験されている

というふうに思いますが、役員なり教育関係者

の方には大変御苦労をいただいているというふ

うに思いますけど、そういったところも、子ど

も手当というのがきっちり出ているわけですか

ら、宮崎県は、例えば教育委員会として、国に

対して、子ども手当という形で出すんじゃなく

て、給食費の完全無料化とかいうような方法を

やっていかないと、今後のＰＴＡの組織にも影

響が出てくると思いますし、学校の運営、そし

ていじめとか、そういったものにも影響するよ

うな気がするものですから、そこについては、

宮崎県教育委員会ということだけではなくて、
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そういった場があったときに、子ども手当とい

うものを出せるのであれば、給食費の完全無料

化ということを強く教育委員会としても訴えを

していただきますよう要望しておきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○満行委員長 ありませんでしょうか。

なければ、請願の審査に移ります。

今回、「教育格差をなくしすべての子どもにゆ

きとどいた教育を求める請願」がなされており

ます。請願につきまして、執行部からの説明は

ございませんか。

○安田総務課長 請願につきましては、特には

ございません。

○満行委員長 委員から質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、以上をもちまして教

育委員会を終了いたします。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時52分休憩

午後１時57分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への報告事項等について、局長並び

に関係課長の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○濵砂企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いします。

それでは、説明に入らせていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料をごらんください。表紙をめくって

いただきまして、目次でございますけれども、

本日は議案はございませんが、その他報告事項

が３件ございます。

まず１番の「平成22年度各事業の事業実績と

上半期の予算執行状況について」であります。

電気事業につきましては、昨年度は上半期の

雨量が例年に比べまして非常に少ないというこ

とがございまして、発電量が目標を大きく下回

るという状況がございましたが、今年度は、特

に４月から６月にかけまして雨量が多かったた

めに、その後、若干少雨傾向ではありますけれ

ども、現在までのところ、順調に推移しており

ます。

また、工業用水道事業及び地域振興事業につ

きましては、目標の数値を若干割り込んでいる

ものもございますけれども、おおむね順調な経

営を続けているところでございまして、今年度

の見通しにおきましても、各事業とも例年同様

に利益を確保できると見込んでおります。

このほか、２番目の「一ツ瀬川県民ゴルフ場

開業20周年記念コンペ」及び３番目の「発電所

親子探検ツアー」について御報告をいたします。

詳細につきましては、関係課長、経営企画監

から御説明申し上げますので、よろしくお願い

いたします。

それから、資料にはございませんけれども、

今年度予算で新富町の一ツ瀬川県民ゴルフ場の

駐車場に計画しております90キロワットの太陽

光発電設備、企業局としては２番目の太陽光発

電でありますけれども、この設置についてであ

りますが、８月13日に国の補助金の交付が決定

されまして、11月２日に発注をいたしました。

現在、パネルを載せる架台のコンクリート基礎

工事を行っておりまして、来年１月末の完成を

予定しております。

また、同じく延岡市の祝子ダムに計画してお

ります33キロワットのマイクロ水力発電設備で

ございますけれども、同様に補助金の交付決定
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を受けまして、11月30日に落札者が決定したと

ころでありまして、12月中旬に工事に着手し、

平成23年度中の完成を予定しております。

私からは以上でございます。

○吉田総務課長 それでは、説明に入らせてい

ただきたいと思います。

委員会資料の１ページをお願いします。

Ⅰのその他報告事項の「１ 平成22年度各事

業の事業実績と上半期の予算執行状況について」

でございます。

まず、１の「電気事業」でございます。

（１）の料金収入等でございますが、そこの

表の左側のほうを見ていただきますと、供給電

力量とありますけれども、これが10月までの実

績につきまして、表の一番下に合計をつけてお

ります。目標の３億9,531万4,000キロワットア

ワーに対しまして、実績は４億3,485万6,000キ

ロワットアワーとなり、達成率は110.0％となっ

ておりまして、目標を上回っている状況でござ

います。これは、先ほど局長からもありました

ように、９月と10月を除くすべての月で達成率

が100％を超えておりまして、平年に比べて雨量

に恵まれて、効率的な発電ができたことによる

ものでございます。

次に、表の右側の料金収入でございますが、

同じく合計の欄を見ていただきますと、目標の27

億1,454万2,000円に対しまして、実績が27

億3,393万7,000円となり、達成率は100.7％でご

ざいまして、ほぼ目標どおりの達成率となって

おります。

10月までの供給電力量が目標の110.0％で、電

力料金収入が100.7％となっておりますのは、電

気料金制度では、定額料金と従量料金の２部料

金制をとっていることによるものでございます。

なお、参考といたしまして、過去３年間にお

ける10月までの実績について記載しております。

２ページをお願いします。

（２）の上半期の予算執行状況でございます。

①の収益的収入の執行率でございますが、一

番下の合計の欄にございますように、53.7％と

なっております。

次に、②の収益的支出の執行率でございます

が、合計の欄にありますように、32.1％となっ

ておりますが、これは表の下の注書きに記載し

ておりますけれども、収益的支出のうち、営業

費用の予算額の約３割を占める減価償却費を、

年度末の決算時に計上することなどによるもの

でございます。

なお、さきの９月補正予算で議決いただきま

した「口蹄疫復興中小企業応援ファンド」の原

資20億円につきましては、そこにも書いており

ますように、10月25日に一般会計に貸し付けを

行ったところであります。

３ページをお願いします。

２の「工業用水道事業」でございます。

（１）の料金収入等についてでございますが、

これも同じく表の左側の給水量を見ていただき

ますと、10月までの実績につきまして、合計の

欄でございますが、目標の1,004万5,588立法メー

トルに対しまして、実績は928万3,224立法メー

トルとなりまして、達成率は92.4％となって、

目標を下回っている状況でございます。これは、

ことしの３月から７月まで、主要な給水先であ

ります株式会社日向精錬所が電気炉の補修工事

を行っていたことなどにより、常時使用水量が

減少したことによるものでございます。

次に、右側の料金収入の合計の欄でございま

すが、目標の１億8,823万9,000円に対しまして、

実績は１億8,355万9,000円となりまして、達成

率は97.5％となっております。
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４ページのほうをお願いします。

（２）の上半期の予算執行状況でございます

が、①の収益的収入の執行率は47.0％となって

おります。

次に、②の収益的支出の執行率でございます

が、27.5％となっております。これは、先ほど

も電気事業で申し上げました、営業費用の予算

額の約３割を占める減価償却費を、年度末の決

算時に計上することなどによるものでございま

す。

５ページをお開きください。

最後に、３番目の事業であります「地域振興

事業」でございます。

（１）の料金収入等でございます。

同じく表の左側の利用者数でございますが、10

月までの実績につきまして、合計の欄です。目

標の２万1,200人に対しまして、実績は２万584

人となりまして、達成率は97.1％となっており

ます。これは、県内に甚大な被害をもたらしま

した口蹄疫の発生とか、あと雨の日がちょっと

この時期は多かったという影響を受けたもので

ございます。ただ、８月と９月につきましては、

天候に恵まれたことから、回復傾向にございま

して、10月までの全体では、おおむね順調に推

移していると考えているところでございます。

次に、納付金収入でございますが、指定管理

者との協定に基づく納付金として、毎年度2,415

万円が納付されることになっておりますが、こ

こにはそれを12分割した額であります20 1

万2,500円を毎月定額で計上しているところでご

ざいます。

６ページをお願いします。

（２）の上半期の予算執行状況でございます

が、①の収益的収入の執行率46.5％となってお

ります。

②の収益的支出の執行率ですが、これは18.7

％となっておりますが、先ほどから申し上げて

います２事業と一緒で、営業費用の予算額の約

４割を占める減価償却費を、年度末の決算時に

計上することなどによるものでございます。

事業実績と上半期の予算執行状況につきまし

ては以上でございます。

○新穗経営企画監 それでは、私のほうから、

「一ツ瀬川県民ゴルフ場開業20周年記念コンペ」

について報告いたします。

資料の７ページをお開きください。

去る10月31日に、20周年記念コンペの第１弾

としまして、「ひとつせペアゴルフマッチ」を開

催したところ、親子18組、カップル36組の合わ

せて108名の参加がありまして、好評のうちに終

了することができました。

当日は、午前中あいにくの雨模様でしたけれ

ども、お昼からは雨も上がりまして、まずまず

の天候となりました。

参加者の年齢ですが、７歳から85歳までの幅

広い層で、また、地域につきましても、宮崎市

を初め県内10市町から参加があり、皆さん和気

あいあいとプレーを楽しまれて、お互いの親睦

も図られていたようでした。

また、表彰式では、県産品などを中心に豪華

賞品も用意しておりましたことから、参加者に

大変喜んでいただいたところです。

なお、一番下の（６）にありますように、12

月５日には、20周年記念コンペの第２弾として、

だれでも参加できる「企業局オープンカップ」

を予定しております。こちらも既に予約は満杯

となっている状況でございます。

これを機に、指定管理者と連携しながら、一

層のサービス向上に努めて、県民の皆様に親し

まれるゴルフ場を目指してまいりたいと考えて
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おります。以上でございます。

○相葉工務課長 それでは、私のほうから、「発

電所親子探検ツアー」について報告いたします。

資料の８ページをごらんください。

（１）目的にありますように、「発電所親子探

検ツアー」は平成11年度から実施しておりまし

て、企業局のＰＲとともに、二酸化炭素がほと

んど発生しないクリーンなエネルギーである水

力発電所の仕組みやダムの役割について理解し

てもらうことを目的としておりまして、環境保

全などの教育や啓発に努めているものでありま

す。

今年度は、５月と11月の２回実施いたしまし

て、第１回目を綾第二発電所で、第２回目を三

財発電所において、それぞれ開催したところで

あります。

下のほうの写真をごらんください。当日は、

発電所の見学とあわせまして、参加者に川への

親しみを持ってもらうため、稚魚の放流も行い

ましたが、子供たちの喜ぶ声や姿が多く見られ、

全体で69名の参加をいただくことができ、好評

のうちに終了することができました。

今後とも、このＰＲ事業を継続し、企業局の

発電事業への理解をより深めてもらえるよう努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○満行委員長 執行部の説明が終了しましたが、

報告事項について、委員の皆さんから質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、以上をもちまして企

業局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時11分休憩

午後２時13分再開

○満行委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、あす２

日に行いたいと思います。

開会時刻は13時30分といたしたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

○中野委員 この「第二次宮崎県教育振興基本

計画」の策定、11年、最終的には来年の６月に

県議会に計画議案上程ということでされるわけ

ですが、知事選挙が今月末にあります。新しい

知事が１月26日に就任、予算等も何か骨格予算

ということやらあったり、また知事がどういう

政策でいろいろされるかわかりませんが、また

我々議会も今度は変わるということで、こうい

う長期の計画、高校再編成の計画も含めて、や

はり１年間先送りしてもらわないかんと、私は

こう思うんですよ。ですから、こういうスケ

ジュールがあるのを全部１年後からにしてほし

いと、ぜひ、そういうことで取り組んでいただ

きたい。また、特にきょうは黙って聞いておっ

たけど、この全体像の中で、なぜか知らないけ

れども、４番目の中身、ここだけ中身を説明し

なかった。ここに県立学校の再編整備という欄

もあるわけですが、何か非常に作為的なものを

感じないでもありませんでした。そしてまた、

構成（案）の中も説明がありませんでしたが、

この最後のほうに、４番目の（４）にも再編整

備のことが書いてあるんですよ。これで説明す
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るのに、ちょろちょろっと顔を出しておって、

いつの議会には報告しました、いつの議会には

報告しました、そんな狡猾なやり方をするのが、

どこか知りませんが、よく見かけるところです

から、そういうことがないように、具体的な説

明をしてもらって、やはり１年おくれ、こうい

う長期計画は少なくとも１年後に延ばすと、そ

ういうことをひとつ委員長報告にまとめてやっ

てください。お願いします。

○満行委員長 そのことについて、各会派で持

ち帰って協議をいただいて、あすまた委員長報

告については協議をさせていただきたいと思い

ますので、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 そのほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 なければ、これで終わりたいと

思います。

午後２時16分散会
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平成22年12月２日（木曜日）

午後１時35分再開

出席委員（７人）

委 員 長 満 行 潤 一

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 萩 原 耕 三

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 田 勝 則

委 員 長 友 安 弘

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

○満行委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第６号及び第８号につきまして

は、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号、第６号及び第８号につきましては、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第43―２号「教育格差をなくしすべての

子どもにゆきとどいた教育を求める請願」の取

り扱いはいかがいたしましょうか。

〔「継続」「採決」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 継続という意見もありますし、

採決という意見もありますので、まずは継続審

査とするかどうかお諮りしたいと思います。

それでは、請願第43―２号について、継続審

査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○満行委員長 挙手少数。よって、請願第43―

２号について継続審査とすることは否決されま

した。

ただいま継続審査とすることは否決されまし

たので、ただいまからは、採択、不採択のいず

れかをお諮りすることになります。

それでは、松田委員にお聞きしますが、これ

からすぐ採決してもよろしいでしょうか。

○松田委員 はい。

○満行委員長 休憩します。

午後１時36分休憩

午後１時37分再開

○満行委員長 再開いたします。

それでは、請願第43―２号の賛否をお諮りい

たします。

休憩します。

午後１時37分休憩

午後１時38分再開

○満行委員長 再開いたします。

それでは、請願第43―２号の賛否をお諮りい

たします。

請願第43―２号について、採択すべきものと

することに賛成の方の挙手を求めます。
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〔挙手なし〕

○満行委員長 挙手ゼロ。それでは、念のため

反対採決を行います。

請願第43―２号について、不採択とすること

に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○満行委員長 挙手全員。よって、請願第43―

２号は不採択とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き

閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時54分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 では、そのようにいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時54分休憩

午後１時56分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

１月27日の閉会中の委員会につきましては、

執行部と相談をして、開催ということでよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 ありませんので、以上をもちま

して委員会を終了いたします。

午後１時56分閉会




